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再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会 

（第14回） 

 

日時 令和元年５月30日（木）13：00～16：30 

場所 経済産業省 本館17階 第１～３共用会議室 

 

○山崎新エネルギー課長 

 それでは、若干定刻を過ぎましたが、ただいまより総合資源エネルギー調査会省エネル

ギー・新エネルギー分科会／電力・ガス事業分科会再生可能エネルギー大量導入・次世代

電力ネットワーク小委員会の第14回会合を開催させていただきます。 

 本日もご多忙のところご出席をいただきまして、まことにありがとうございます。 

 江崎委員におかれましては、途中退席とのご連絡をいただいてございます。 

 また、本日もオブザーバーとしまして関係業界、関係機関の方々にご参加をいただいて

おります。オブザーバーのご紹介につきましては、恐縮ですが、お手元に配付させていた

だいております委員等名簿の配付をもってかえさせていただきたく存じます。 

 川越オブザーバー、佐藤オブザーバーにおかれましては、本日ご都合によりご欠席との

連絡をいただいてございます。 

 それでは、山地委員長に議事進行をよろしくお願いいたします。 

○山地委員長 

 それでは、通算第14回の会合になりますが、始めたいと思います。 

 前回は本小委員会第３フェーズのスタートということで、ＦＩＴ法の抜本見直しと再生

可能エネルギー政策の再構築に向けて、今後検討すべき論点についてご議論いただきまし

た。これを踏まえて、再エネ事業者の皆様にもヒアリングをさせていただくとしておりま

したので、本日はまず再エネ業界団体からヒアリングをさせていただき、その後、再エネ

施策の再構築に向けた当面の対応というのがございますので、それについてご議論いただ

きたいと思います。 

 では、まずは事務局から資料の確認をお願いいたします。 

○山崎新エネルギー課長 

 本日はペーパーレスにて開催をさせていただいてございます。本日、午前中に資料を経

済産業省ホームページにて公開してございますので、傍聴の方々はそちらをごらんいただ

けたらと思います。委員の皆様方におかれましては、お手元のタブレットで資料が見られ

る状態になってございます。 

 本日、資料１から９、読み上げませんが、ヒアリングの参考資料から各業界団体のプレ

ゼン資料が資料７まで、その後資料８、９としまして、２つ目の議題に関する再エネ政策

の再構築に向けた当面の対応についての関連資料でございます。 

 以上です。 
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○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 プレスの撮影というのは特にございませんね。 

 それでは、早速議事に入っていきたいと思いますが、ヒアリングの前に事務局から資料

１を簡単に説明していただきます。 

○山崎新エネルギー課長 

 それでは、資料１をごらんください。本日のヒアリングの参考資料といたしまして、本

日、各電源の業界団体の方々からプレゼンテーションをいただきますので、前回合意いた

だいた３つのフレームワークのうち、電源の特性や活用モデルの観点からの検討というも

のが主に中心になるため、前回の資料をほぼ再掲するような形で、このヒアリングの参考

資料としてご用意をさせていただいてございます。 

 ４ページ目以降、太陽光、風力、バイオマス、地熱、中小水力という、本日ヒアリング

をする順番に前回の資料を並べてございます。さらには、発電コストの実績、電源の特性

が違うという話、さらには14ページ目には、ＦＩＴというのは買い取り義務と価格の保証

と、さらにはインバランスの義務が免除されていると、大きくこの３つの制度の特徴があ

って、それが各電源、今後どのように必要になるのかと、こういった視点が本日の一つの

大きなテーマだと考えていますので、その関連資料を載せてございます。 

 その後、15ページで全体のフレームワーク、さらには16ページで、競争力のある電源へ

の成長モデルと地域で活用される電源としてのモデルの２つに分かれるのではないかと。

以前から本委員会におきましては、急速なコストダウン電源と、さらには地域と共生して

緩やかに自立に向かう電源と、そういったような表現でもご議論いただいていましたが、

そうしたようなその２つのモデルといったようなものを意識していただきながら、本日の

ヒアリングを行っていただけたらというふうに考えてございます。 

 18ページ目以降は、需給一体型モデルについて、第２次中間整理でも精力的にまとめて

いただきましたが、第２次中間整理以降に、現在までに家庭、大口需要家、そして地域と

いう形での需給一体型モデルに関して進捗があった部分について、簡単に資料としてまと

めさせていただいてございます。 

 21ページが家庭の需給一体型で、いわゆる2019年卒ＦＩＴに向けまして、その住宅用太

陽光の買い取り価格について、大手電力会社から、既に５社から買い取りの条件が表明さ

れ、それに呼応するような形で新電力系の方々のメニュー、すなわち顧客の競争というん

ですか、獲得競争というようなものがもう始まっていると、こういうような状況をご紹介

させていただいてございます。 

 22ページ目、この大口需要家の需給一体型モデルとしても、ＥＳＣＯ型、ＰＰＡ型とい

うような形で示させていただいていますが、こうした事例も増え始めてきていて、そのト

リガーとして、例えばＲＥ100みたいなものが位置づけられるのが、より強固になってき

ていると、こんな昨今かと考えてございます。 
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 23ページ目、24ページ目におきましては、地域において需給一体型を構築するという意

味で、当初の補正予算、昨年度の補正予算で地域のマイクログリッド構築ということで、

いざとなったら変電所以下のところが切り離される、ふだんはその配電網が使われている

と。そういうような、ふだんは使う、いざとなったらレジリエンスで切り離される、そう

いったような需給一体型のモデル、再エネ、さらにはレジリエンスを満たすようなモデル

の構築といったような事業を始めてございます。そういったようなことのご紹介もさせて

いただきつつ、参考資料としてご用意させていただきました。 

 以上です。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 本日、ＦＩＴ対象の５電源について、業界団体からヒアリングを行いますが、量も多い

し、ちょっとタイプも違うということで、前半として太陽光と風力、それから後半でバイ

オマス、地熱、中小水力、これに分けて議論を行いたいと思います。 

 また、より多くの時間を議論に使えるようにしたいと思いますので、各電源、基本的に

５分以内、ただ、バイオマスについては２団体から説明していただきますので、７分程度

ということでお願いいたしたいと思います。 

 それでは、まず太陽光発電協会から資料２の説明をお願いいたします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。本日は発表の機会をいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 まず、ちょっと冒頭、皆さんにお伝えしなきゃいけないことがございまして、スライド

の９ページ、協会の資料です。ここのＩＥＡの数字でございますけれども、ちょっとミス

リーディングなデータになっているんじゃないかというご指摘がございました。というこ

とで、私どものほうでもう一回確認し、必要な修正を加えて、再度事務局に提出させてい

ただきたいんですけれども、よろしいでしょうか。お願いいたします。申しわけございま

せん。 

 それでは、早速説明に入らせていただきます。 

 まず、スライドの２ページ目でございますけれども、我々のミッションは、自立した主

力電源として賦課金を上回る便益を国民に供与すること、そのためにできるだけ早くＦＩ

Ｔから自立した主力電源の土台をつくることというふうに思っております。ＦＩＴからの

自立では２つチャレンジがございまして、１つはコスト競争力の向上、それから価値創出。

もう一つ、それから主力電源の土台づくりといたしましては、系統制約の克服、長期安定

稼働、地域との共生ということで、合計５つのチャレンジに我々は今、立ち向かっている

ところでございます。 

 ページをめくっていただきまして、３ページをごらんください。主力電源に向けたＦＩ

Ｔからの自立ということを考えた場合に、今まではＦＩＴが非常に強力な推進力となって
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おりました。そのおかげをもちまして、年間導入量は５ギガワットから10ギガワット程度

を維持できたわけですけれども、これからは我々もＦＩＴの役割が変わるだろうというふ

うに思われます。今までの強力な推進力から、補助的あるいはセーフティーネット的な役

割に、課題はＦＩＴ以外の推進力を制度・ビジネス両面でどう育てていくかと思っており

ます。 

 なお、弊協会では、PV OUTLOOK 2050において、国内導入量を2050年までに200ギガワッ

トという目標を掲げております。そのためには、年間少なくとも５ギガワットの導入を維

持するということで、これだけの推進力をどうやって維持していくかということが課題に

なっております。 

 ページをめくっていただきまして、４ページ目をごらんください。それでは、ＦＩＴか

らの自立といいましても、時間軸をどう考えるかということでございますけれども、まず

現在を起点といたしまして、2030年を一つの区切りといたしまして、それまでには遅くて

もＦＩＴから自立しなきゃいけないだろうということでございます。我々としてチャレン

ジとしては、それをいかに前倒しするかということでございます。 

 ＦＩＴは補助的・セーフティーネット的役割に移行ということで、徐々に推進力も下が

っていくわけですけれども、ＦＩＴ制度にかわる推進力をどうやって育てていくかという

ことでございます。 

 ここで挙げておりますのは、下の説明に書いてございますけれども、重要なのはビジネ

スモデルの転換でございます。それによってＦＩＴ依存からの段階的な脱却を図るという

ことでございますけれども、まず１番目には、自家消費主体の需給モデル、自家消費に関

しましては、既に競争力もございますので、そこからまず入っていくと。それから、工場

等の産業向けも、今、あるのでしょうと。それから、次に需要家向けの長期相対取引、

Corporate PPAと言われておりますが、そういう一つのモデルを今後推進していく必要が

あるんだと。 

 それから、事業用の大型案件につきましては、引き続き初期費用の低減が必要でござい

ますけれども、それから重要なのは、稼働年数の長期化だと思っております。今、20年を

前提にしておりますのを、30年あるいは40年ということで、稼働域を長くする。結果的に

発電コスト７年をいずれ達成したいと思っております。 

 それから、住宅用に関しては、ＺＥＨの標準化等を、今、国のほうで進めていただいて

おりますけれども、これをベースに、2030年ごろには新築の８割以上の搭載を目指したい

と考えています。 

 以上が時間軸のイメージでございました。 

 ページを繰っていただきまして、そのＦＩＴから自立するためのビジネスモデルの転換

には、制度的支援が必要だと思っております。それにつきまして、この表の右側のほうに

望まれる制度的支援を列挙しております。例えば、需給一体型の推進に関しましては、需

給側の省エネ法・温対法上のインセンティブの拡大が望まれます。 
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 それから、これは需給共通でございますけれども、例えば託送料金の見直し、需給一体

型の割引を検討していただきたい。それから、セクターカップリングの推進支援。セクタ

ーカップリングにつきましては、我々の資料の12ページに参考資料をつけておりますので、

ごらんいただければと思います。 

 それから、もう一つ、先ほども説明いたしましたけれども、事業用の地上設置案件につ

きましては、長期安定稼働をこれから進めなきゃいけないと。20年稼働から40年稼働前提

にしなきゃいけないわけですけれども、そのためにインセンティブの付与をぜひお願いし

たいと。それから大事なのが、適切なメンテナンスの実施を推進するような支援策とかも、

ぜひお願いしたいと思っております。 

 それから、環境価値の活用でございますけれども、今、国のほうでも進められておりま

すけれども、非化石電源の中間目標等をぜひ設定していただきたいと思っております。そ

れから住宅用に関しても、先ほどもご説明いたしましたＺＥＨの普及・標準化というのを

ぜひ進めていただきたいと思っております。 

 続きまして、６ページでございますけれども、系統制約の克服・電力ネットワークの統

合、これも主力電源の土台として必ず必要になるわけですけれども、そのための制度的課

題を幾つか述べさせていただいております。 

 上のほうに３点ございますけれども、これは今すぐにでも取りかかっていただきたい、

あるいはもう既に取りかかっていただいているものもございますけれども、例えば１番目

に、送電線の空容量不足の対応ということで、日本版コネクト＆マネージ、これにつきま

して、配電網も含めてぜひ取り組んでいただきたい。 

 それから、出力制御のリスクの最小化でございますけれども、地域間連系線の最大活用、

それから需要側リソースの最大活用に加えまして、再エネのオンライン制御化とかリアル

タイム制御化もぜひ進めるように、制度的に支援していただきたい。 

 それから、これは少し将来の話ではあるんですけれども、再エネみずからの調整力と需

要側のリソースを最大限活用することによって、変動性再エネがたくさん導入されても、

調整力確保が効率的に進められるために、そのための環境整備を今からぜひ進めていただ

きたいと。例えばグリッドコードの整備、それから市場メカニズムの活用をするための制

度等がございます。 

 それから、下のほうは、これは今すぐに必要というわけじゃないんですけれども、長期

的視野で今後検討されるべき制度的課題というのを、幾つか挙げさせていただいておりま

す。１つは系統アクセス・コネクト＆マネージにおける全体最適化を視野に入れて、先着

優先ルールの見直し、オークションの方式の可能性等の検討がございます。 

 それから、次世代ネットワークを視野に入れた託送料金の抜本見直しについても、ぜひ

議論を始めていただければと思っております。 

 ページをめくっていただきまして、７ページをごらんください。この長期安定稼働を推

進するためには、我々の業界の努力が必要というふうに、我々は自覚しておりまして、そ
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のための取り組み等をここにいろいろ書かせていただいております。 

 業界の活動目標は、ここに書いてありますように、一番はやっぱり発電事業の適正化で

ございますけれども、そこのようないろんな取り組みを行っておりますし、これからも行

っていかなきゃいけないと。特に、我々、太陽光発電協会でできることは限りがございま

すので、日本全国のいろんな業界団体とも連携しながら、ぜひ取り組んでまいりたいと思

います。 

 詳細は見ていただければと思いますが、私どものほうは以上でございます。ありがとう

ございました。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、日本風力発電協会から資料３の説明をお願いいたします。 

○祓川オブザーバー 

 それでは、日本風力発電協会のほうからご報告させていただきます。 

 資料ですけれども、２ページのほうでございます。２ページの中で、特に風力発電の大

量導入によって、新たな産業を通じてコスト低減を図り、社会経済の貢献を実施するため

にも、やはり長期的な導入目標について設定をご検討いただきたいということでございま

す。 

 ３ページは、英国のほうで最近まとめられたようでございます。洋上風力発電について

の調達比率、雇用の問題、あるいは洋上風力発電産業の輸出、あるいはサプライチェーン

の構築、我が国もかような政策をしていく必要があるのかなというふうに思っています。 

 ４ページでございますが、グランドデザインの策定、系統制約の克服、新たな産業の創

出ということでございますが、特に風力発電の場合は、3.6ギガワットとか3.7ギガワット

ということで、ＦＩＴが始まってからまだ１ギガワットもできていないという状況でござ

います。その中で、ポイントはやはり、系統制約を克服しないと風力発電は入らないとい

う課題でございます。 

 ５ページでございます。系統制約の克服のためには３点のポイントがあるということで、

現在、経済産業省さんが中心となって、実潮流に近い想定潮流の合理化等によって受け入

れ容量を最大化するということで、種々お進めいただいているんですが、さらにそれを実

潮流をベースとするような方向に速やかに持っていっていただければ、あき容量とかそう

いう議論がなくなることになって、現実的に風力発電を大量に導入できるのではないかな

というふうに思っております。 

 実際にそういう導入できるという場合において、地域内のネットワークの中における地

内送電線が不足するような事態があったら、それにつきましては増強をお願いしたいと。

地域内で実際に電気をマネージできないという場合には、やはり会社間連系線を通じて、

電気を大量消費地のほうへ流すためには、会社間連系線の増強も検討いただきたいという

ことでございます。 
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 ６ページ、７ページ、８ページにつきましては、今の詳細の説明でございますので、飛

ばさせていただきます。 

 ９ページでございますが、2020年度以降、じゃどういうふうに協会として考えているの

かというようなことでございますが、ＦＩＴ制度を一定程度の目安、ここでいうと、例え

ば10ギガワット程度まで維持していただいて、その後、一番最後のところでございますけ

れども、ある一定の導入規模に至った段階で次の制度、ＦＩＰ等に入るということで準備

をしていただければというふうに考えています。風力発電協会のほうとしては、発電コス

トを８円から９円ぐらい、2030年に向かって、現在努力しているところでございます。 

 10ページでございますけれども、まず陸上風力については、基本的には2025年前後に、

買い取り価格でいうと十二、三円のレベル感に達成できるのかなと。基本的には現在の２

の③ですけれども、運転開始期限は現行８年ということでなっていますけれども、それを

短くすることによって、2030年にほぼ達成できるような形に持っていきたいというふうに

思っています。 

 ３のポツ２でございますけれども、基本的には毎年１円程度低減していくことで、現実

的には達成できるのではないかなというふうな観点です。 

 11ページですけれども、前提条件がございますけれども、価格低減のイメージとしては、

これは入札制を導入された場合でございますけれども、上限・下限価格を設定いただくと、

十二、三円ということになりますと、2024年、2026年ぐらいに達成できるようなイメージ

でございます。 

 12ページのほうは、洋上風力について記載させていただいています。陸上風力とダブる

ところがございますけれども、洋上風力については、基本的にはもう入札制度は決定して

おりますので、その制度の中でどうやっていくかということだと思います。基本的には価

格目標は、同じく８円から９円を目指していきたいということでございます。 

 同じく環境アセス期間の短縮をやはりお願いしたいのと、２番の⑤ですが、発電コスト

を低減するためには、今、政府のほうもお考えいただいていますけれども、日本版セント

ラル方式と言われるような各種調査等を行っていただく、あるいは系統接続のゴニンピい

ただくようなことによって、コスト低減が大幅に図れるのではないかなという考えでござ

います。 

 13ページですけれども、価格低減のイメージということで、５年程度で我が国の日本版

セントラル方式を行うことによって、2025年程度以下から一気にコストを低減できるので

はないかなというふうに思っております。 

 14ページでございますけれども、発電コスト低減のシナリオとしては、高性能・高効率

風車の適用、スマートメンテナンス、大量導入、リパワリング等を通じて、価格低減を実

施していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○山地委員長 
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 ありがとうございました。 

 それでは、ここで今説明いただきました太陽光発電と風力発電について、質疑応答、自

由討議の時間とさせていただきたいと思います。それぞれの電源について、ＦＩＴから自

立に向けた具体的な道筋、業界としての取り組みとか必要となる政策対応、こういうもの

を中心に議論していただきたいと思います。 

 いつものように、ご意見、ご発言をご希望の方は、ネームプレートを立てて意思表示を

していただきます。本日もできるだけ多数、この後もいろいろ議題がございますので、ご

発言は手短に簡潔にお願いしたいと思います。 

 いかがでございましょうか。 

 では、長山委員からお願いします。 

○長山委員 

 ありがとうございます。 

 太陽光で２点、風力で２点ございますけれども、太陽光は工事費用、システム費用等の

コストが欧州のまだ２倍ぐらい高くて、いろいろ工法の最適化がされていないとか、施工

業者で太陽光専門の人が少ないとか、いろんなそういう事情があると思うんですが、この

コスト構造を見直さない限りは、ＦＩＴがＦＩＰというのは難しいと思うんですが、それ

はどのように業界としてされているのかということが１点目。 

 ２点目は、日本の中でも県別に日射量がかなり違っていて、つまりＬＣＯＥを県別に計

算すると、鹿児島のほうとか九州と例えば北陸は全然違っていて、地域的に、例えば九州

のほうで先にある程度のＬＣＯＥを下げられたらＦＩＰに移行するとか、そういう何か地

域的な取り組みというのも必要かなと思うんですが、太陽光発電協会さんとしては、例え

ば地域的な太陽光の導入に関する偏在性についてはどのような政策をとろうとされている

のかというのが、２点目の質問でございます。 

 風力のほうなんですけれども、10ページのまとめのところなんですが、導入量が10ギガ

ワットを超えるまでは現行のＦＩＴというふうに書いてあるんですけれども、例えばアイ

ルランドとかポルトガルとか、日本と同じような孤立系統のところでも4,000メガワット、

5,000メガワット、四、五ギガぐらいでＦＩＰにもう移行していて、ＦＩＴが残っている

のは、浮体式洋上風力しかＦＩＴが残っていないんですが、10ギガというのが、多分2030

年の目標についてということで使われていると思うんですが、４ギガか５ギガぐらいでい

いんじゃないかなというふうに思います。 

 それと、あと入札制度なんですが、現行の買い取り価格を低減する方法ということなん

ですが、英国でもＦＩＴ－ＣｆＤで政府が設定した価格の半分ぐらいの価格で落札してい

るんですね。この買い取り価格の低減よりもオークションのほうが、ＬＣＯＥ等々の実質

を反映するので、いいのではないかなというふうに思うんですが、その２点目はいかがで

しょうか。 

○山地委員長 
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 ありがとうございました。 

 ご質問がございましたけれども、もう少し委員の方の発言を聞いて、少しまとめたとこ

ろで区切りってご回答いただきたいと思います。 

 それでは、辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員 

 ありがとうございます。 

 １つ風力発電協会さんになんですけれども、私たち国民という消費者がもっと再エネ導

入に貢献できることは何かという、そういう視点で、個人の人が何に取り組めば大量導入

に貢献できるのかというふうな視点でちょっと思って、お聞きしたいんですけれども、１

つは、もちろん再エネ発電事業者の発電された電気を選択的に購入するというのは、大き

なポイントかと思います。 

 それから、もう一つなんですけれども、やっぱり現状の、もちろん今回も提案されてい

るんですけれども、既設の住宅にもっと太陽光発電を乗っけていくというふうなことを進

めていくということをやっていただくというのが、何か私たちがもっと再エネというもの

に関心を持ち、日本の将来に貢献できるということの何か意識づけになるのかなというふ

うに思っております。 

 そこでなんですけれども、ＺＥＨの標準化みたいなお話ももちろんありました。これは

ただ新設のおうちじゃないとできないから、それを８割という目標をつくっておられるの

はやむを得ない、私は100としてほしいんですけれども、日本の国内で家をつくるならと

いうくらいの勢いで言ってもらいたい気もするんですけれども、80という目標もいいと思

いますけれども、既設住宅にいかに増やしていくかという話をもう少し、もちろん提案は

あったんですけれども、やっぱり国も一緒に考えていっていただけるといいなというふう

に思っておりまして、第三者保有のお話だったり、自分が持たなくてもというお話もある

んですけれども、やっぱり自分が持つことによって関心が高まるので、初期投資の不要モ

デルというのはそれにつながるのかもしれませんけれども、何かもっと国民を巻き込んで、

何かいい方法がないのかというふうなことを検討していただけるとうれしいなというふう

に思って、それが１つです、太陽光発電さんに対して。 

 それから、風力さんに関してなんですけれども、私も先ほど何か10ギガを超えるまでは

という制限をつくられてのＦＩＴを期待しているというお話があったんですけれども、私

もこの根拠が何なのかなというのだけが聞きたかったので、以上です。全くこれは長山先

生と同じです。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 次は小野委員で、その後松本委員、ここで一旦区切りをつけて、業界団体さんから少し

対応していただきたいと思います。 
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 小野委員、お願いします。 

○小野委員 

 ありがとうございます。 

 まず、太陽光に関してです。 

 制度的な買い取り補助について、今後は補助的、セーフティーネット的な役割に転換し

ていくというビジョンを打ち出していただきました。政策補助から自立した市場売電への

移行を進める観点から、買い取り義務や買い取り価格の保証、インバランス特例といった

特別な補助策を廃し、フィードインプレミアムのような市場連動型の制度に早期に移行す

べきではないかと考えます。業界として、そういった補助策の終了に当たって特に障害に

なると感じているようなことがありましたら、ご教示願いたいと思います。 

 ７ページで中小規模設備の集約サポートに触れられています。これは、主力電源化、と

りわけ事業規律の確保の観点から大変重要な論点と考えます。業界としては具体的にどう

いった手段があり得るとお考えなのか。アグリゲーター事業の予見性という記載もありま

すが、事業者として取り組むことと政府に求めることの双方について、もしイメージがあ

りましたらお伺いしたいと思います。とりわけ、小規模事業者や個人にどのようにリーチ

していくのか、その方法について、何か具体的なお考えがあれば教えていただきたいと思

います。 

 次に、風力です。 

 風力発電は、かつてＲＰＳ制度のもとでは平均12円弱の価格で、しかも15年間の買い取

りを前提として導入が進んできた実績がございます。当時とは事業環境が変わっているこ

とは理解しておりますが、既に10ギガワットに近いＦＩＴ認定が積み上がっている状況で、

この上、市場から隔離されたＦＩＴに頼り続ける事態は、コスト負担者として看過しかね

る状況です。市場統合を進め、なお追加的な補助策が必要であればＦＩＰ制度等によって

補完する、という考えをとるべきではないかと思います。 

 洋上風力について、国が積極的な役割を果たしてリスクを低減することで導入を促進し

ていくべき、という考え方には賛同いたします。再エネ海域利用法の施行を入り口として、

政府には一層の役割を果たしていただき、低コストな洋上風力の計画的導入につなげてい

ただきたいと思います。 

 業界からは、発電コスト８～９円の実現が期待されるとご説明をいただきました。電力

ユーザーとしても、このコスト水準が実現すれば、主力電源として役割を果たしていただ

くことができるのではないかと期待しております。 

 ただ、発電コストが十分低減するまでの間、一定の国民負担を生じることはやむを得な

いと考えますが、世界では既に10円を切るようなコストが実現している中で、30円を超え

るような買い取り価格は、費用負担者としては到底受け入れられるレベルではございませ

ん。13ページに価格低減のイメージを記載していただきましたが、毎年度１～２ギガワッ

トという相当量の導入を行う前提でなお、現時点でこのようなコスト見通ししか立たない
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のであれば、系統整備を行ってまで洋上風力を導入することには大きな疑問を感じざるを

得ません。次世代の主力電源として期待している電源だけに、このようなことを申し上げ

るのは非常に残念ですが、費用負担者としては、競争力あるコスト水準への到達が遠い中

で導入を促進すれば、現在、根雪のような国民負担となってしまっている事業用太陽光の

二の舞になるのではないかと強く懸念するところでございます。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 洋上風力の系統接続問題は、後半の議題のところにも、当面の対応というところであり

ますから、そことちょっとすみ分けしながら議論したい。 

 次は松本委員で、ここで一旦区切って、業界団体さんから対応していただきたいと思い

ます。 

 お願いします。 

○松本委員 

 太陽光発電協会に１点、そして風力発電について３点質問させていただきたいと思いま

す。 

 太陽光発電の調達価格は、電気料金に近い水準まで低下をしてきております。自家消費

のほうが経済的にもメリットがあると考えられる時期になってきています。海外事例を参

考にしても、小規模の需給一体型のモデルについては、発電量の全量買い取り制度という

よりも、むしろ通常自家消費をするのをメーンに考えるわけですから、余剰電力の買い取

りの適用と考えてもよいのではないかと思いますが、業界としてはどうお考えでしょうか。 

 続いて、風力発電についてです。ほかの委員からもご指摘がありましたが、2020年度以

降の制度設計について、導入量が陸上、洋上、それぞれ10ギガワットを超えるまではＦＩ

Ｔを維持してほしいというご要望がございました。ということは、合わせて20ギガワット

ということになりますが、2030年の風力のエネルギーミックスを超える量、超えてもなお

かつＦＩＴを維持してほしいというご要望ではないかと思いますが、この10ギガワットの

根拠が何なのかを、やはり教えていただきたいと思います。 

 それから、第２次中間整理のアクションプランにおきまして、陸上、洋上を問わず、風

力は早期に入札制を導入することを検討すると取りまとめられております。今回入札制よ

り現行の買い取り制度の調達価格を低減するほうが効果的であるとご主張を転換されてい

らっしゃる理由は何なのかを教えていただきたいと思います。 

 それから、13ページの日本版セントラル方式のご要望ですが、これは国も、促進区域を

決める、また協議会の設定など、従来に比べると相当セントラル方式に近い形で関与して

きていると思いますが、それ以上に完全なる100％セントラル方式でなければ、洋上風力

の発電コストの低減は相当難しいとお考えでしょうか。 

 以上でございます。 
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○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、今までのご発言の中で出ました質問、かなりあったと思いますけれども、コメン

トに対する対応も結構ですが、まず太陽光発電協会の増川さんから答えをお願いいたしま

す。 

○増川オブザーバー 

 まず、長山委員からいただいたご質問だったと思うんですけれども、初期コストの削減

をどうやって考えているかというご質問だったと思いますけれども、そのコスト削減につ

いては、私どもの資料の14ページにも記載してございますけれども、初期費用の低減が一

番肝要であることに間違いございません。このコストを下げていかなきゃいけないわけで

すけれども、１つはソフトコスト、工事費用等が今、高いわけで、それについては、一番

は工期を短くして、そのためにはそういう事業者を、欧州のやり方等を、ベストプラクテ

ィス等を学びながら、工期を短くしていくような事業者が育っていただくということがあ

ろうかと思います。 

 それから、もう一つは変換効率、これはモジュールの変換効率が上がれば、設置面積が

同じ出力の設備でも、より小さい場所でも、その分は工事費が安くなります。それから、

工場の屋根とか、そういう土木工事とかが発生しないのもコスト削減になるかと思います。

それから、もう一つはやっぱり長期安定稼働、今までは20年前提で経済性を検討したのを、

30年、40年ともつような設備であれば、おのずと発電コストは安くなる、その辺が一つ課

題かと思っております。 

 それから、県別に買い取り価格等を設定する、あるいは地域偏在に対してどうお考えか

という質問だったと思うんですけれども、確かに地域偏在性はございます。ただ、ほかの

電源に比べますと、太陽光は私どもはもうほとんど、無視はできませんけれども、地域偏

在性は小さいと思っていますので、可能な限り需要地に近いところ、全国で設置していく

ことは大事かと思っております。ですので、今のところ、地域別に買い取り価格の設定が

必要とは思っておりませんけれども、地域に合ったモデルを我々は考えていかなきゃいけ

ないと思っています。 

 それから、これは辰巳先生からだったと思うんですけれども、新築の80％搭載では少な

いんじゃないかとのご指摘、ごもっともでございます。ただ、我々は2030年という、一応

区切りをつけておりまして、究極的には2050年か2060年か2070年かわかりませんけれども、

それは新築100％を達成しなきゃいけないと思っております。 

 既築については、これはなかなか今、需要が少し下降ぎみでございまして、それを今ど

うやって上げていくかというのが我々の一番の課題でございます。これにつきましては、

やっぱり国民の皆さんの意識が非常に大事だと思っておりますので、単なる経済性だけで

は消費者の皆さんは動きませんので、そこはやはりいろんな制度的に、そういう啓発など

も含めてお願いできればと思っております。 
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 それから、小野委員からは、１つは中小設備に関して、そういうのを適正化、それから

事業者に集約していくような、そういうのをやっていく上でどうかという話。それから、

自立化を進める上で障害は何かと、それについて考えをということでございますけれども、

１つは、やはりＦＩＴ制度を、徐々に推進力を下げていくのを急激にやられてしまいます

と、事業者の皆さんが、やっぱりやる気のある事業者がちゃんと生き残って、しっかり下

げに努めていくように、そういうかじ取りが一番重要だと私どもは思っておりますので、

制度を段階的に縮小していくにしても、しっかり導入が一気に落ちないように、ぜひ維持

できるようなかじ取りが、まず重要かと思っています。 

 それから、もう一つは、やはり系統問題につきましても、なかなか接続するのに時間が

かかるというのは今でも大変でございますので、そこにつきましては、ぜひ国を挙げて解

決していただければと思っております。 

 それから、中小設備の件でございますけれども、これに関しては、適正化というのは非

常に我々も重要だと思っておりまして、これにつきましては、資料の７ページに示してお

りましたけれども、発電事業の評価ガイドというのを昨年公表しておりますけれども、そ

れを公表するだけでなく、いかに皆さんに使っていただいて、自分の発電所の健全性をチ

ェックしていただいて、悪いところがあれば直してもらうとかというのをやって、健全化

に向かってもらいたい。 

 それから集約化については、やっぱり何らかのインセンティブが必要だと。なかなか難

しいのでございますけれども、例えば20年以降のリパワリングについて、何らかの再投資

に対するインセンティブ等というのもあろうかと思いますけれども、単なる投資だけでな

くて、発電事業をしっかりやっていこうという事業者に対しては、そういったリパワリン

グに対するインセンティブというのをぜひお願いできれば、一つそういうことになるんじ

ゃないかというふうに思っております。 

 それから、もう一つ、松本委員からは、自家消費がこれから競争力は高いので、余剰電

力の買い取りがどうあるべきかというご質問だったと思うんですけれども、これについて

我々の理解は、今でも自家消費があっても余剰分についてはＦＩＴが、規模にもよります

けれども、適用されるというふうに理解しております。これについては、引き続き続けて

いただきたいのと、それから、もう一つは、それでもＦＩＴを使わなくてもいいように、

Corporate PPAのようなそれを買っていただく、ＦＩＴより高い価格で買っていただく事

業、ぜひそういうのを日本で育てていただければ、おのずとＦＩＴに頼らず余剰電力も活

用してもらえるというふうになると思いますので、それをぜひ目指したいなと思っており

ます。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、風力発電協会、祓川さん、お願いします。 
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○祓川オブザーバー 

 それでは、長山委員のほうからお話がございました、４ギガワットでいかがなものかと

いうようなお話、それから委員の先生方から10ギガワットはいかがなものかというような

お話がございます。これはある一定の目安というふうに考えているもので、コストを削減

していただければ導入量というのが、多少の増減があっても構わないのかなとは思ってお

ります。 

 ただし、アイルランドの例をご指摘いただきましたが、その国の中で出されている価格

というのは、やっぱり風況だとか自然条件、それから制度、それからその国のコストとい

うような観点から全部まとめていかなければならないのかなと。それによってコストも変

わると、私はそう思っているので、どの国で５円だから日本で５円ができなきゃいけない

というようにはなかなかならないと。 

 私は以前から申し上げているかもわかりませんけれども、例えば簡単に申しますと、風

車を、じゃ日本にヨーロッパから運んできますよという輸送費と、日本の国内で船でＡ地

点からＢ地点まで運ぶ輸送費は、日本の輸送費のほうがはるかに高いんです。ですから、

ほかの風力発電を取り巻くいろんな環境を加味して、風力発電自身の努力はあるんですけ

れども、そういういろんな取り巻く環境を改善していくことをしないと、真の意味でのコ

スト低減というのはなかなか難しいのではないかなというふうに感じております。 

 長山先生から、ＦＩＴオークションをしたほうがよろしいでしょうと。オークションを

するということは、基本的にはコストは下がるということだと思います。それには私も異

存ございません。ただし、陸上風力のような場合、現実にはＦＩＴ以前が270万キロあっ

たやつが、今は360万キロワット強になっているということで、90万キロワットしかでき

ていないんですね、この６年、７年で。 

 ですから、規模感というのがちょっと小さいなというふうに私は思っていますし、日本

の陸上風力の歴史の中でオークションが採用されています。価格は例えば10円だったもの

が８円になって、８円だったものが６円になって下がってきているんです。ところが、６

円をというレベル感で、トップランナー方式で翌年度の価格を６円とか５円で設定すると、

導入が伸びないという問題があるというふうに、私は感じています。したがって、価格の

低減と導入量をパッケージで考える必要性があるのではないかなと。現実に６円ぐらいで

提示した方は、一つの会社の場合は大赤字になってしまった、採算がとれなくなってしま

ったというふうな事態に至っています。 

 辰巳委員のほうから、10ギガワットについては、根拠はというのはないんですけれども、

例えば太陽光なんかは2010年段階において、出力抑制をどうするかという議論があったと

きの一つの規模感として、10ギガワットというのが出ておりまして、我々もそういうのは

参考にしているということと、ある一定の規模感がないとコストは下がらないのではない

かなと。規模感というのはどういうことかというと、大量に導入しないとコストは下がら

ないし、大量な風力をメンテナンスすることによってメンテナンスコストが大きく下がっ
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ていくということが現実なので、10ギガワットにこだわることではございませんけれども、

ある一定の導入量が必要ということでございます。 

 それから、小野委員のご指摘があったＲＰＳ傘下では、12円弱で15年でというふうなご

指摘でございますけれども、おっしゃるとおりだと思います。実際には日本だけではなく

て、世界の風力発電というのはどういう流れをしてきたかというと、簡単に言うとコスト

低減で、我が国の場合は1919年から本格的な風力が導入されてきているんですけれども、

現実には世界的に風力発電の主要部品である鉄とか銅が、2002年から2004年にかけて大幅

に、２倍以上に上がったんですね。 

 それで、我々の日本でいうと11円ぐらいのレベル感のものが、風車のコストが上がった

ということなんですけれども、30円ぐらいになってしまって、今、コストをどんどん下げ

ているというような状況で、それプラスリーマンショックの影響とかいろんなことがあっ

て、一旦上がったものを今下げているという状況で、ヨーロッパとかアメリカ、中国の価

格とは比較はできないんですけれども、ヨーロッパ水準に導入量を増やすことによって、

我々は下げられると思っているということでございます。 

 もう一点、30円を超えるのはいかがなものかと、小野委員からご指摘がございまして、

ヨーロッパもいろんな意味で先進している洋上風力というものを、やはり30円とか20円台

で当初走っていって、最近になって、まだ実現していませんけれども、価格水準というの

は５円とか６円が出てきていると、こういうようなレベル感だと思うんですけれども、例

えばヨーロッパでの風力発電というのは、1991年から比較的小規模なウインドファームか

ら始まって、2015年断面で入札制度に入ったんですね。それまでに24年間かかっているん

ですね。そういう歴史がまずはございます、現実論として。日本では、実証試験は幾つか

ございますけれども、実際に洋上風力発電が本格的な商用ベースのものは存在しません。 

 私の聞き込みなので間違っているかもわかりませんけれども、今、港湾洋上風力という

のが推進されています。北は石狩、その下でいきますと能代、秋田、それから神栖、それ

から北九州、私が聞いている範囲では36円でございますけれども、皆さん苦戦しています。

それが実態だと思います。 

 なぜかと申し上げますと、洋上風力を構築できる環境が日本に存在しないからです。で

すから、セントラル方式云々といいますけれども、やっぱり系統の問題とか、例えば港湾

の拠点港を整備するとか、いろんな問題がございます。それとのパッケージだというふう

に思っています。 

 したがって、まずは洋上風力、揺籃期というか、立ち上がったばかりなので、それは５

年なのか３年なのかわかりませんけれども、ある一定の期間で日本の業界が習熟すること

によって、そこから今、経産省さんが中心になって、セントラル方式を進めていただいて

いますけれども、それがある一定の段階においてコストは、ヨーロッパ並みかどうかわか

りませんけれども、10円台とかそのぐらいのレベル感に一気に下がるんじゃないかという

ふうに思っています。 
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 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 かなりネームプレートが立っているんですけれども、質問が多そうなので、またちょっ

と一区切りつけて対応というふうにやりたいと思います。この後、松村委員、新川委員、

髙村委員といって、ここで一区切りとしようと思いますけれども、江崎委員は途中でご退

席ですか、大丈夫ですか。 

 では、今申し上げた順番で、松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 私のは全てコメントですので、回答いただく必要はありません。 

 まず、太陽光さんの説明で、今までは国がＦＩＴを強力に推進してきたものを補完、あ

るいはセーフティーネットに組みかえることをある意味許容するというプレゼンで、具体

的に補完だとかセーフティーネットに関して、例えば省エネ法だとか系統ルールだとかを

具体的にご提案いただいたと思います。これからも具体的に系統ルールだとか、あるいは

省エネ法だとかをここの委員会で議論するわけではないので、その委員会ごとに具体的に

ご提案いただきたいし、あるいはここからも合理的だと思うものがあれば、他部局のとこ

ろにも行っていただいて、合理的なものは実現するようにしていただきたい。 

 そのときに、具体的にそう出てきたわけではないのですけれども、セーフティーネット

のイメージが、もし万が一、価格が低くなり過ぎるときには、最低価格を定めてその価格

で買い取るとかというイメージだとすると、私は最悪の政策だと思う。これは太陽光さん

へのコメントじゃなくて、事務局にぜひ認識していただきたい点です。実際に九州だとか

でゼロ円近傍まで卸価格下がっている。そういうときに、再エネの電源を高く買い上げる

なんて、最悪の政策。そうすると、出力抑制だとかの調整は、普通に買い上げるよりも難

しくなる。そもそも電気の価値が低いときに買い上げて、ほかのときに市場価格と同じ値

段でなんて、一体何のためにやるのか。仮にほかに国でやられているからというので安易

に入れるのではなく、本当に意味があるのかとかを、具体的にセーフティーネットとして

どういうものがふさわしいのかを、ぜひ考えていただきたい。 

 それから、自家発中心と言われて、これはとてもいい流れだと思うのですが、具体的な

提案がその流れに反するものにならないことを確認しながら、ぜひやっていただきたい。

例えば、家庭用の太陽光の買い取りは、その意味でいうと、非常にひどい政策だったと思

っている。つまり自家消費の部分よりもＦＩＴでの買い取り価格のほうが高かった結果と

して、家庭用では自家消費が少ない家庭のほうがより採算性が高い状況になってしまった。

中立よりも自家消費を冷遇する方向で制度設計してしまった過去があるので、そのような

ことに決してならないように、あくまで自家消費がより有利になるような格好で、今後の

制度設計はしていくことを、ぜひ事務局のほうでも考えていただきたい。 

 次に、風力協会さんのほうで、スライド２で実潮流ベースという具体的な提案が出てき
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ました。検討に値すると思いますが、少し考えていただきたいのは、このあたりのルール

は広域機関の委員会で取り扱っているわけですよね。その広域機関の委員会に、委員とい

うかオブザーバーとして風力協会さんは出しておられますよね。そこでさんざん議論した

結果がエネ庁の委員会に出てきて、それにたいして文句を言って修正していただいたとい

うようことは確かにあったのですけれども、多くのものは基本的に広域機関で整理したと

おりに決まるので、広域機関で議論して採用されなかったのならば、そこでなぜこれが採

用されなかったのかという理由が明らかにならないと、技術の専門家が集まっているわけ

ではないこの委員会でいきなり言われても判断が難しい。それはヨーロッパでできている

という認識がまず正しいのかどうか、もし正しいとして、それが日本でできないのは、日

本の系統運用者の能力が足りないからなのか、あるいは日本の系統では無理だからなのか

とか、そういうことがわからないと、我々も手の打ちようがない。基本的には広域機関の

委員会でまず先に強力に言っていただきたい。それでも、そこがわからず屋で全く通じな

いとかというときに、ほかのところに出てくる。具体的にこういう場で出てくる、という

ことでないと、ここでこう言われても、直ちに取り上げて対応するのは極めて難しいと思

います。ふさわしい場でまず十分に議論し、整理していただきたい。 

 次に、国が役割、特に洋上風力などで役割を持って、これはみんなも賛成していると思

います。いいことだと思いますが、しかし、国が役割を多く担い、従来事業者が負担して

いた費用が国ないし消費者が直接負担するようになった結果として事業者のコストが下が

るのは、これはコスト低減ではありません。単なるコストのつけかえです。 

 したがって、この場合のコストの低減は、リスクがそちらに移った結果として、全体の

コストが下がることを目標にすべき。それからヨーロッパ並みを目指すときには、2030年

にヨーロッパ並みというときには、2030年に今のヨーロッパ並みではなく、2030年に2030

年のヨーロッパ並みをもちろん目指してもらいたい。そういうコストは、ヨーロッパが仮

に事業者が負担しているコストが国につけかえられたとすると、その分を調整した上で、

ヨーロッパと同じコストになっていないと目標としてはおかしいと思います。 

 その点について、風況とかが違うから同じコストは難しいというのは、それはご意見と

しては確かに承りましたが、この類いの議論というのは、もうほかの委員会でも山のよう

に出てきて、日本は特殊だからコスト高になって当然ですというような議論と、今までも

ずっと長く戦ってきたということからすると、そんなに簡単には受け入れられない。十分

に説明を尽くさないと受け入れられないことは、ぜひ認識していただきたい。 

 次に、先ほどの10ギガという議論が出てきましたが、私はその10ギガの数字以前の問題

として、何とかギガに到達するまでは今のＦＩＴを維持してもらいたいというのに対して

は、相当に懸念を持っています。仮にこの手の議論を受け入れるとすると、数字によらず、

これは実際に動き始めたのが何ギガというときには、もうその価格で認定をとっている、

枠をとっているものがもっとある可能性があるわけですよね。そうすると、そこまで高価

格でやった結果として、国民負担が膨れ上がってしまうことを、太陽光では実際に経験し
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ているわけです。したがって、もしこの案を入れるのだとすれば、私は、買い取り価格の

決定は運開時に決める制度とのセットでなければ、この類いの要求は、消費者の理解を得

るのは極めて難しいと思いました。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、新川委員、お願いします。 

○新川委員 

 それでは、ご質問ですけれども、太陽光と風力双方について１点お伺いしたかったのが、

ＦＩＴ制度の後にどういう制度設計にしたらいいのかというのを考えているわけなんです

けれども、事務局の資料のほうでご説明のあった14ページ、３つに分けておられますけれ

ども、買い取り義務とプライシングと、あとインバランス調整責任を負わないという特例

を受けているという、この３つについてどう制度を変更するかということを考えていると

思うんですが、買い取り義務につきましては、太陽光協会さんのほうはもう基本的にはＦ

ＩＴ卒でよいというふうに聞こえたんですけれども、プライスのところについては、かわ

りにソフトランディングしていくためにどういったプライシングを考えるのがよいのか、

もし具体的な考え方がございましたらお伺いしたいと思いました。 

 あと、インバランス特例というものも、これはインバランス制度自体がまた変更が、今、

議論中ですけれども、ああいう形で変わったと仮定したときに、もう特例をなくして、ほ

かの発電業者と同じ形で対応するというふうに制度を変えてしまっても、特段大きな支障

はないのか、そのあたりについて、特にご意見がもしあればお伺いできればと思いました。 

 今の点、基本的には風力関係も同じご質問です。 

 あと、太陽光協会さんの資料の中で、これは私が教えていただければと思ったんですが、

６ページ目のところに託送料金のところ、次世代ネットワークを視野に入れた託送料金制

度の抜本的見直しというところでご意見いただいていますけれども、もうちょっと具体的

にどういう、要するに発電側課金というのをそのまま太陽光発電に全体を掛けていくと、

なかなか事業の拡大が難しいんじゃないかというご趣旨かなと思ったんですけれども、具

体的にどういった形の託送料金制度にするのがよいかという考え方が出ているようであれ

ば、お伺いできればと思いました。 

 最後が、風力協会さんの先ほどのお話で、要するに入札制度を入れていくと、価格は確

かに低減するけれども、導入量がなかなか増えていかないというふうにお話しになったと

思うんですけれども、それは、入札において上限価格が低いところに設定されてしまうか

ら続いていかないということなのか、どうして入札制度を入れると導入量がなかなか増え

ていかないということが起こるのかがよく理解できなかったので、もうちょっとご説明い

ただければと思いました。 

 以上です。 
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○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 髙村委員、お願いします。 

○髙村委員 

 ありがとうございます。 

 幾つか太陽光発電協会さんと風力発電協会さんにあるんですけれども、太陽光発電協会

さんについてです。スライドの４のところで、今後のビジネスモデルの方向性を示してい

ただいているというふうに思っております。基本的にこうした方向性というのは私も共感

といいましょうか、同意をするものなんですけれども、先ほどＺＥＨのところで辰巳委員

から質問もありましたが、私の感覚では、もっとこのタイミングは早いのではないかとい

いますか、早くしなければいけないのではないかという感覚を持っております。 

 例えば自家消費型のところ、４番目のＺＥＨにもかかわりますけれども、ＺＥＨに関し

て言うと、今、政府がつくっている長期戦略では2030年に、新築に関しては平均でＺＥＨ

という方向で施策がとられるというふうに理解をしていますので、そういう意味では、も

っと加速する施策もとられることが必要だと思いますし、同時にそういう線で進めていた

だくだけの十分な根拠があるのではないかというふうに思います。 

 もう一つは、例えば２つ目のところにあるＰＰＡモデルもそうですけれども、需要家の

ほうはかなりもっと早くしてほしいと切に思っていらっしゃるというふうに理解をしてい

まして、逆に、そういう意味ではご質問というのは、加速をしてほしいと需要家も思って

いるし、大きな30年次元の施策としても出てくることが見込まれる中で、このタイミング

というふうに思われている理由というのが、何か障壁があると思っていらっしゃるのか、

あるいは逆に加速をするための施策、幾つか出していただいているんですけれども、何か

ということを改めてお聞きしたいというのが１点目です。 

 それから２つ目が、太陽光の中でも地域型といいましょうか、地域公共案件といいまし

ょうか、農地を使ったソーラーシェアリングなどというのは、そういう案件だというふう

に思いますけれども、こちらについても今後増やしていくための制度的な条件、要望等々

があればということをお尋ねいたします。 

 ３番目は、これは長山委員からもあったかもしれない。工事費のところについてのご質

問のお答えをいただいたと思うんですが、同時に太陽光、スライド14ですけれども、いわ

ゆるその他設備費、ソフトコストで、製造期限、あるいは系統期限のコストの相対的に高

いということも、この図を示してくださっていると思うんですが、それらについて具体的

に何か解消するアイデア、あるいはご意見があれば伺いたいという点です。 

 最後、太陽光発電協会さん、１つですけれども、需給一体型モデルというのを１つ示し

てくださっているんですが、これと電力市場との関係についてです。つまり、もし電力市

場から切り離したということでなければ、その電力市場に直接販売をしていくという想定

だと思われるわけですけれども、特に太陽光の場合は、ご存じのとおり、相対的に中小の
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規模の発電設備が多い中で、直接に市場に販売していくというために、どういう業界側の

取り組みなり、あるいは制度側でどういう点が重要かという点について、お尋ねをしたい

というふうに思います。 

 風力発電協会さんについても、３点ぐらいございます。 

 １点目でありますけれども、導入量を目印にコスト低減といいましょうか、ここでいく

と買い取り価格、出してくださっているのは理解できなくないところはあるんですけれど

も、つまり導入量に伴ってコストが下がっていくというのが、世界的にはその傾向がはっ

きり見えているので、確かに一定の導入量がないといけないというのは、コスト低減の上

では条件の一つだと思っています。 

 ただ、日本の、これも先生方がおっしゃったところでありますけれども、実際上、日本

の場合は認定時で価格が決まっているわけで、そういう意味で、仮に10ギワワットという

目標を立てるとしても、少なくとも認定量をベースにするというのが、より妥当なように

思いますけれども、この点が１つであります。 

 ２つ目のところでありますけれども、高い目標、環境整備、系統整備、あるいは入札だ

けじゃなくて、低減していくと。入札が必ずしもベストじゃなくて、要はコストを下げて

いくあらゆる手法を考える必要があるというふうに思っているんですけれども、今日の資

料でよくわからなかったのが、スライドの14のところで、やはり2030年に向けて、かなり

低減していくプラスの要因、ポジティブな要因があるというふうに示していただき、30年

に向けて欧州並みの発電コストと出していただきながら、スライドの11、13のところの価

格の低減のシナリオを見ると、これ価格ですから、買い取り価格だと思いますけれども、

さらに運転開始期限、つまり稼働のタイミングを考えると、2030年を大きく超えた時点で

この価格だとすると、スライド14で示してくださっているコストの低減の目標と買い取り

価格が符合しないように思います。この点については説明をいただきたいというふうに思

います。 

 ３点目でありますけれども、先ほどの導入量か認定量かという議論にかかわるんですが、

実態、足元を見たときに、12年から14年の認定分で、まだ稼働していないものがかなりあ

ると理解をしています。12年から14年に認定を取得しているものは、もうアセスは終わっ

ていると思いますし、系統接続契約も、当然、事業計画を出してくださっていると思いま

すので、系統もつながる契約はされていると。その枠が、手元の計算では80万キロワット

ぐらいある。これはどうして、これだけの案件が遅延をして稼働ができていないのか。つ

まり、系統接続もあって、アセスも終わっていて稼働しない理由というのが、もしおわか

りになりましたらお願いしたいと思います。これは、先ほどの導入量か認定量かという議

論にもかかわると思うので、お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 
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 では、ここで一旦切って、それぞれ業界団体さんから対応をお願いしたいと思います。 

 まず、太陽光発電協会、増川さん、いかがでしょうか。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 まず、新川委員のＦＩＴの買い取り価格、これからセーフティーネット的、補助的役割

になっていくとしても、どういうレベルをイメージされているかというのが、１つご質問

だったかと思うんですけれども、なかなか我々もこの価格というのは、今のところござい

ません。ただ、いずれはコスト７円ということであれば、国のほうからも示されておりま

すけれども、８円50銭レベルというのをいずれかのタイミングでは達成しなきゃいけない。

それに向かってどういうふうに下げていくかというのは、やはり大事なのは、やる気のあ

る事業者、競争力のある事業者がついていけるか。その価格がもうとてもだめだというの

を出されてしまうと、なかなかそこは難しいので、そういうトップランナーなのかもしれ

ませんが、そういう事業者がしっかりついていけるレベルというのを、しっかり調達価格

等算定委員会のほうでご議論いただくしかないだろうと、我々は思っております。 

 それからもう一つは、インバランス、それからＦＩＴ特例制度についての考えだったと

思いますが、よろしいでしょうか。 

 それについては、基本、ＦＩＴを卒業したら、そのリスクは、我々は基本受けなきゃい

けないと思っています。ただ、住宅に関しては、恐らくアグリゲーターなり小売電気事業

者がそれを肩代わりして、それが買い取り価格に反映されるんでしょうけれども、それに

ついては、当然のことながらリスクは負担しなきゃいけない。ただ、それをいかに小さく

するために、発電量予測とか、いろいろリアルタイムで制御するとかというのを、いろい

ろと具備しながら、総インバランスの負担を小さくしていくようなことをやらなきゃいけ

ないと思っています。 

 それから、これは我々の資料の託送料金の話だったと思いますけれども、６ページの一

番下のポツの次世代ネットワークを視野に入れた託送料金制度の抜本見直し、これは我々

もなかなか答えはわかりません。ただ、我々が一つ思っておりますのは、変動生産エネの、

あるいは調整電源等、設備利用率の低い電源に関しては、課金されると非常に、キロワッ

トアワーに換算すると、相対的にキロワットアワーの単価が高くなってしまうという場合

に、それは卸取引で売られるときに転嫁しないといけない。卒業後は、ＦＩＴから。その

ときになかなか厳しいということもあるので、将来的にはどう、それも含めていろいろ検

討していただけるとありがたいという、そういう趣旨でございます。よろしいでしょうか。 

 それから、髙村委員からの、ＺＥＨについて、2030年80％というのはもっと上を目指す

べきじゃないか。そのとおりと思います。それはいろんな国のほうの施策とも連動しなが

ら、ぜひやっていかなきゃいけないと思っております。 

 それから、ＰＰＡモデル等に関して、どういうそれを普及させるための施策、あるいは

我々が示したタイミング、もっと早くやるべきという需要家さんもいらっしゃるというこ
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とで、それは大変、我々にとってありがたいことなのでございますけれども、一つは、そ

ういうのをまだ、今までのビジネスモデルと変わりますから、提案できる人間が、まだ人

材が少ないというのが実態になってございます。そういうのをちゃんと提案してできるよ

うな人材を育てなきゃいけないのと、それから需要家さんのほうでも、一部にはすごい先

進的なお考えをお持ちの方もいらっしゃいますけれども、まだまだ需要家の多くはそうで

はない需要家さんを、どうやってそちらに持っていくのが大事だと思うんですけれども、

そのために、やはりここに書かせていただきましたけれども、省エネ法、インセンティブ

というのが、そこが一番我々はきいてくると思っております。 

 それから地域の、どうやって普及させていくかということ、ソーラーシェアリング等も

含めてです。我々もこれは大変重要だと思っております。なかなか、これもどうやって普

及させるかというのは難しいところではございますけれども、例えば規制緩和、ここに書

いてございますけれども、一種農地、第二種農地の場合ですと、荒廃農地でもなかなか太

陽光の場合は転用できないとかというのがあります。もしかするとその辺の規制緩和とい

うのも、荒廃農地の活用とかというのはこれから重要になりますので、重要なことかなと

いうふうに思っております。 

 それからソフトコスト、我々の資料のスライド14のをどうやって下げていくかというこ

とですけれども、これについても基本は、工事をいかに効率化するかということに尽きる

と思うんですけれども、先ほど申し上げましたように、１つは、そういう工事費が余りか

からないようなところに、造成のコストがかからないとか、あとは、これは自家消費モデ

ルとも関係してくるんですけれども、ちゃんと屋根の共同とかあれば、その工事が比較的

シンプルになりますので、非常にコスト効率的にできるんじゃないかということと、その

ためには、あとは地域内で使うために、需給一体型とも関連してくるんですけれども、や

はり託送料金で、地域内である程度、配電用、変電所の下で完結するようなものについて

は、なかなかこの制度は大変難しいのは承知しておりますけれども、そういうところの託

送料金について、思い切った普及策として割引をやるとかいうのは、もしかしたらあるか

もしれません。 

 それから、これ、直接販売でしたっけ。余剰電力等を需給一体型のモデルでどうやって、

これはＰＰＡとも関連してくると思うんです。直接販売をどうやって普及していくかとい

うことですけれども、それにつきましても、やはり本当に地域内であれば、近いところで

あれば、先ほど申し上げたように、託送料金というのは一つのインセンティブになろうか

と思うんですけれども、あとはやはり環境価値がそこで活用できるとか、それからその辺

の買う側のインセンティブを上げてもらうためには、繰り返しになりますけれども、温対

法、省エネ法上の施策が重要だと思っています。 

 以上、すみません、全部答えたかどうかわかりませんけれども、以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 
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 では、風力発電協会、祓川さん、お願いします。 

○祓川オブザーバー 

 松村先生は返答は要らないとおっしゃいましたけれども、基本的にはヨーロッパと、今

現在、グリッドパリティというか、いわゆる補助なしで洋上風力をした価格が、ほぼほぼ

決まりそうになっている。それが実際に実現できるかどうかというのは、よく見守る必要

があると思います。ヨーロッパの価格水準と、日本の電気の価格水準は異なります。我々

もグリッドパリティを目指しています。というのが基本的な考え方なので、現在も2030年

も、その標準価格に向かっていくという協会としての考え方です。 

 それから、新川委員のほうから、買い取り義務のお話がございました。なかなか、協会

としては、買い取り義務は維持していただきたいということなんですけれども、これとい

うのは、我が国の例えば再エネに対する制度設計がどうあるべきかというのは、１点、買

い取り義務だけの問題だけじゃなくて、優先接続だとか、優先給電とか、いろんな諸制度

のパッケージで考える必要性があるのではないかなというふうに思っていますので、１点

だけで、それが是か非かというのは、なかなか難しいところでございます。 

 プライスについては、価格を低減するということで、我々は、いわゆる卸取引価格に持

っていくという、陸上も洋上もという基本的な考え方で、2030年以前に事業認定を受けて、

いわゆる建設完了までの期間が、今、最大８年となっていますけれども、それを６年、５

年に縮める方策を、経産省さんのご指導のもとに行っていきたいという考え方でございま

す。 

 インバランスにつきましては、私どもまだ不勉強でというところなんですが、ヨーロッ

パでもインバランスを再エネが負担しているという話も聞いていますので、我々も鋭意検

討させていただければと思っています。 

 発電課金については、我々は風力発電協会としては、経産省さんの方針に全く異存はご

ざいません。 

 それから、入札すると導入が進まないって本当ですかということで、あくまでも私見を

述べたということなのでございますけれども、価格を低くしていくことは大変結構なこと

なんですが、実現性のない価格を設定すると、導入は、採算がとれませんから、進まない

ということでございます。要するに誰もできない価格を、例えば上限価格でも結構ですけ

れども、上限価格に設定して、そこに入れることができないということになると、導入は

できないということでございます。そういうことがございますので、協会としては、穏や

かに、かつ導入も含めて、きちっとした方向に基づいて価格を設定いただき、導入量も設

定いただいて、いわゆる補助金なしの2030年目標達成に向けていきたいということでござ

います。 

 髙村委員から、うちにお話がございまして、スライド11、13、何か十分じゃないんじゃ

ないかというお話なんですけれども、これはイメージなので、我々は協会としてコミット

しているわけじゃないんですが、11ページは、2030年以前に、例えば今の卸取引価格が10
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円だとしたら、10円に至っていますよということでございます。2030年にこの額が決まっ

てもしようがないんじゃないですかということなんですけれども、それは今、申し上げた

ように、８年というものを６年、５年に短くすることによって、2030年までにグリッドパ

リティに近いものに持っていきたいという考え方でございます。 

 したがって、14ページにつきましても、これはイメージですけれども、年度2.5円下げ

ていくものですから、11年間ですと27.5円下がるわけですから、8.5円ぐらいになるとい

うようなイメージでございます。 

 それから、12年、14年に認定は受けているけれども、80万キロワットまでは運転してい

ていないということにつきましては、ちょっと内容を教えていただければ、それについて

調査したいと思います。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 それでは、残り、こういう順番で私は把握しております。まず荻本委員、それから圓尾

委員、それと江崎委員と。区切って質疑をやっていると、ちょっと長目になっていまして、

少しスケジュールからいうとビハインドなので、簡潔にお願いしたいと思います。 

 では、荻本委員、お願いします。 

○荻本委員 

 それでは順番に。まず、太陽光と風力についてとてもいいご指摘というか、プレゼンが

あったということについて、まずお伺いしたいんですが、先ほど自立型とか一体型という

ことにつながるんですけれども、ここに書いてあるセクターカップリング、これは非常に

将来に向かって望みのある考え方だと思うんです。なんですけれども、誰にとっても、ど

こから始めればいいのかというのがよくわからなくて、これは太陽光発電側から言うと、

今の段階でどんなことを具体的に考えて、これに向かって進んでいけるとお思いかという

ことを、ぜひ教えていただきたい。 

 風力さんのほうは、マスタープランというものが最初に出ているというのが非常に魅力

的だというふうに、私は思いました。ただ、そのマスタープランもなかなか、やること自

体が大変ということで、これは風力発電側からマスタープランを促進するために、どうい

うことが先出しでできるのか。同時でもいいですけれども。そういうところをどうお考え

かということを教えていただきたい。これが第１点です。 

 ２つ目に、今度、コストのところなんですけれども、風力さんを中心に、そのコストの

話は、すみません、私、資本費のほうは全く理解できないというか、情けない状態だと思

っています。なぜかというと、物自体は、世界でもう勝負が決まっているということなの

で、それをどう工事するかというところになっているので、じゃ、どの部分をどうするの

かということで、どんどん詰められると思うんですけれども、ということで、これはコメ

ントだけです。 

 質問は、風力さんの資料で前回ありました、今回もありますけれども、陸上で７年ぐら
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いのＯ＆Ｍコストがかかると。太陽光発電さんも４円ぐらいかかると。少しずつ落ちると

いう感じのグラフにはなっていますけれども、年度によって。ただ、仮に風力が７円、Ｐ

Ｖが４円ぐらいだとすると、非常に高いですね。太陽光発電も風力発電も、国内のそのメ

ーンの設備をつくろうという産業は、よくも悪くもほとんどなくなってしまって、日本が

独自性を出して、または世界に将来貢献できるとすれば、Ｏ＆Ｍであるとか、またそのＯ

＆Ｍの延長上にある、何らかのサービスがあるというふうに思うんですけれども、いかに

も高過ぎる。たくさん入ったら安くなるでしょうと書いてあるだけで、全く具体性がない。 

 ということで、おのおのＯ＆Ｍを安くできるのか。安くできるとすれば、どういうこと

をやって安くできる。たくさん入ったら自然に下がりますということ以外に、何がありそ

うなのかということを、ぜひ教えていただかないと、おのおのが将来、日本の大量導入を

されて、リライアブルな電源になっているという姿が描きにくいのでということでござい

ます。 

 コストは終わって３番目なんですけれども、ぜひお願いしたいのは、太陽光発電で50キ

ロワット未満が非常に管理不能な状態になっていると。管理が難しい状態になっている。

ですから、そこは、少々さかのぼってでも、そこを管理できるようにするにはどうしたら

いいかというようなところをどうお考えか。または、その新設に関しては、間違いなく、

今出しているような50キロワット未満だと、何となく事業者目線から見てもうかるような

制度ではない制度に、やっぱり変えていかないといけないだろうと。これは事務局でどの

ようにお考えか。再確認かもしれませんけれども、お伺いしたいというふうに思います。 

 それから、インバランス特例の話は、私、聞いていて理解するに、外国に比べて極めて

もう遅れている状態になっていて、外国に比べて、同じだけ非常にその電力システムの運

用が難しい状態にもう既になってしまったということですから、早急に２日前のバランシ

ングでいいというようなことについては、廃止をするということで、私は太陽光発電さん

も風力発電さんもご理解だろうというふうに思っていますが、それはだめなんだという理

由がもしあるのであれば、お答えをいただきたいというふうに思います。 

 最後ですけれども、マスタープランに関して、マスタープランは正しいし、非常にいい

ことなんだと思います。なんですけれども、若干聞き及ぶところでは、例えばです。新々

北本の、今、そのベネフィット分析が行われていて、別の場で行われていて、そこで北海

道に非常にたくさん風力が入った、または再エネが入ったということを考えると、新々北

本をつくるほうがベネフィットがありますというような検討が行われているように聞いて

います。ただ、聞こえているだけでよくわかっていません。これは非常に問題がありまし

て、マスタープランをやる前に、あるケースだけ比べてよしあしということを出すという

のは、そのマスタープランの思想に反するのではないかと。その場合、どんな弊害がある

かというと、マスタープランではないので、ローカル最適になっているので、それでいい

と言われても、本当によかったのかどうか、本当は判然としないものの結論を出すことに

なるかもしれない。もう一つは、マスタープランをやらずに、その設備計画を考えないで、
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連系線の話の結論を出すために、例えば何百万キロかの導入を仮定したとすると、そこに

そういう導入を半分コミットしたようなことになってしまって、これもまたマスタープラ

ンの本来の趣旨と反するのではないかというふうに思うわけです。 

 事実があるかどうかということが１点と、ぜひそのマスタープランというものをどう考

えるのかということを、風力の方と事務局の方にお答えいただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 系統問題のほうは事務局対応が必要なところだと思います。 

 では、圓尾委員、お願いします。 

○圓尾委員 

 まず、太陽光です。ＦＩＴ、推進力から補助的セーフティーネット的役割へというプレ

ゼンをいただきまして、基本的にはそのとおりだと認識しています。 

 ちょっと曖昧なところがあるので、確認をしたいのですが、要はＦＩＴは、冒頭、事務

局からご説明があったように、ポイントは買い取り義務があるということと、調達価格が

保証されて、一定の予見可能性があるということと、それからインバランスの調整責任を

負わないという、この３点があるわけです。太陽光協会さんのプレゼンは、要は１番目と

３番目の買い取り義務とインバランスの調整責任については、なるべく速やかに外しても

らっても構わないと書いてあると私はプレゼンを聞いて、理解しました。 

 まず、買い取り義務に関しては、ＦＩＰ等という形で書かれてあると思います。前回も

申し上げましたけれども、基本は変動コストゼロという中で、買い取り義務を課す必要が

あるのかという問題もあると思いますが、ＦＩＰのような形で、一定の予見可能性を維持

できれば、買い取り義務がなくても大丈夫だということだと思うのですが、４ページの絵

を見ると斜めに線が引いてあるので、どのタイミングかは書かれていません。これは直ち

にということでいいのでしょうか？ 

 それから、５ページを見ると、再エネみずから調整力を具備という書かれ方もしていま

す。ですから、これも３番目のインバランスの調整の責任を負わないという、その特例を

外してもらってもいずれはよくなると書かれていると思うのですが、それにはどんな条件

があるのかも、コメントがあれば教えていただければと思います。 

 それから、どなたかも触れていらっしゃいましたが、小型の事業用に関してです。私も

これは需給一体型のモデルで整理するのが適切だと思います。皆さんがおっしゃった観点

だけではなくて、一度つくった太陽光発電を、小型のものにしろ、大型のものにしろ、今

後も維持継続して、パネルが古くなったらまた取りかえてもらって継続して発電してもら

うためには何が必要なのかと考えたとき、やはり小型のものは、例えば、今問題が起きて

いるような放置に気づきにくいということもあるでしょうし、需給一体型のモデルで成り

立つように目指していけば、継続的に発電してもらうことに関しても、一定の効果がある

のではないかと思っています。その意味でも、この需給一体型で小型を整備するのは、私
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も支持したいと思います。 

 それから、風力発電さんは、皆さんおっしゃったように、私もその10ギガの導入量とい

うのが一体何なのかと思って聞いていました。髙村先生もおっしゃいましたように、認定

量だったらまだ考え方としては理解できます。つまり、一定量の認定量がとれたというこ

とであれば、その量に相当するビジネスモデルが検討され、金融機関とも議論をし、こう

いうケースだったら、こういう形でビジネスが成立するということを検討済なのでしょう

から、一定の量が必要だというのはわからなくもないです。そういう意味では、10ギガと

いうのは、今ほぼ達成された状況にあるので、私はもう十分な状況に来ているのではない

かと思っています。 

 ですから、風力に関しても、基本的には買い取り義務は、ぼちぼち必要にない状況にな

って、フィードインプレミアムのような形で、一定の予見可能性を維持すればいいのだろ

うと思っております。 

 日本版のセントラル方式で、三十数円という話もありましたけれども、プレゼンにあっ

たように、本当にこれが、日本版のセントラル方式がきちっとできないとコストが下がっ

ていかないのであれば、そこまで風力の導入を待ってもいいのではないか。要するに、そ

こまでしてこれ以上国民負担を増やしていくべきなのかという点も、一方で考えなきゃい

けないと思っております。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、江崎委員、お願いします。 

○江崎委員 

 どうもありがとうございます。 

 基本的に今のシステムからどうするかということに関する委員の皆様方のご意見には、

ほぼ大体賛同でございます。 

 ちょっと違う視点からお話しさせていただくと、基本的には卒ＦＩＴが前提としての話

をしているので、もうその前提で進める必要があるだろうと。それから、何度もデジタル

化の話をしていますけれども、これが効率化につながるという観点以外に、もう一つ重要

なポイントは、新しいキャッシュフローをつくるというところが出てくるというところが

全く考慮されていないというのが、もともとの電力自由化のときに考えたことと、やっぱ

り超えられていないと。例えばお話を聞いていて、太陽光発電の方々は、今のＦＩＴでい

くと、送配電事業者とある意味敵対関係に残念ながらできてきた構造もあると。じゃ、ウ

ィン・ウィンの関係をどうつくればいいんですかという議論が出てきていないというのが、

やっぱりうまくいかないことになるだろうという気がしています。 

 これは、例えばセーフティーネットの話が出てきたときに、例えば辰巳委員が個人資産

を利用したらどうですかというお話がございました。これ、全く誰も考えていないという
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ところに問題がありますよね。どこに価値を生むのかというところを考えて、どういうキ

ャッシュフローをつくっていくのかというのが多分重要になってくるだろうと。その意味

で、最後、太陽光エネルギーさんのほうから、意識に頼るという、ちょっとジョークのよ

うにおっしゃいましたけれども、それはビジネスマンの発言じゃ全然なくて、意識をバリ

ューに変えるというところまで持っていかないと、多分無理だろうと。そうすると、こう

やらなきゃいけないということに対するバリューに対して投資をするという構造に、多分

持っていかなきゃいけないだろうと。 

 そういうことを考えていくと、例えば太陽光の場合には、小規模があるということは、

エンドユーザーへのリーチを持っているんですよね。つまり、個人のお財布に一番近いと

ころにいらっしゃるというところだとすると、そこからどうやってビジネスモデルをつく

っていくかというのを多分考えるのが、とても重要なお話になっていくんじゃないかなと

思います。 

 そうすると、例えば、話すプレーヤーが配電だけなのかと言われると、多分、個人の家

とか、あるいは事業所になってくると、不動産屋さんと話すというのが多分出てこなきゃ

いけないですよね。そうすると、例えばそのコミュニティにおける自家消費のモデルをつ

くるというのは、そこの不動産の価値を上げるというところに、エネルギーのところから

上げていくというところに持っていけば、そこに皆さんは投資をすると。そうすると、そ

こでのキャッシュフローが回っていくという方向に持っていかないと、多分、ＺＥＨも確

実に失敗すると思います。目的はゼロエネルギーにするということで持っていっても無理

で、ゼロエネルギーにすると何がうれしいんですかというところをつくっていかないと、

これはワークしないわけなので、そうすると、そのフローをどうつくっていくかというと

ころをつくらなきゃいけないというわけで、やっぱり卒ＦＩＴというのをいいチャンスに

して、今までの、どちらかというとお金の奪い合いというか、取り合いというところから、

一緒に新しいバリューをつくって、どこからお金を出してもらうのか。 

 これは国民から全部取るというのはもはや無理だというのは、松村先生もおっしゃった

わけですよね。そうすると、どこからその原資を持ってくるのかということをしっかり考

えるチャンスは、卒ＦＩＴというのは、多分いただいているんだろうと。 

 そうすると新しいグループの人たちとの議論をする中での制度上の問題というのは、多

分出てくるはずなんですよね。建築法だったり消防法だったりというところが必ず出てく

るので、そこを国としてどうしていただくかというので、新しいビジネスをつくっていく

という方向に、多分持っていくべきではないかなと。これは質問ではなくて、意見になり

ましたけれども、改めてお願いしたい。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。 

 では、まず風力発電協会、増川さんからお願いします。 

○増川オブザーバー 
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 いろいろご質問ありがとうございました。 

 まず、荻本委員から幾つかご質問がありましたけれども、１つ目、たしかセクターカッ

プリング、今どういうところから始めようと考えているのかというご質問だったかと思う

んですけれども、具体的には、住宅用でございましたら、ヒートポンプ、給湯器と一緒に

設置するとか、あるいは卒ＦＩＴを迎える電源であれば、そういうところにつけていく。

あるいは電気事業者を導入される自宅で太陽光をつけるとか、それがそのままセクターカ

ンプリングになると思います。 

 それから、Ｏ＆Ｍにつきましても、これも大体キロワットアワー４円と言われています。

これも低減に向けてやっていかなきゃいけないというのも、ご指摘のとおりだと思ってい

ます。あとは、ＩＴを進めるとかって、いろんなことを駆使して、下げていくことをやっ

ていかなきゃいけないと思います。 

 それから、50キロワット未満の設備をどういうふうに規制強化なり、管理を強化してい

くかということですけれども、これにつきましても、やはり我々がいろんな事業者団体さ

んとも連携しながら、事業者の太陽光発電の評価ガイド等を使って、それをしっかりチェ

ックしてもらうようなことを普及していかなきゃいけないと思っています。 

 それから、インバランス特例制度については、ＦＩＴを卒業したものは、既にそれは特

例制度から外れますし、これは圓尾委員からもご意見があったと思うんですけれども、Ｆ

ＩＰに移行するときにそういうのを外すというのも一つの方法としてあろうかと。ただ、

その場合に、小規模なものについては配慮が必要かなと。大型のものについては、そうい

うのもある程度対応できるかもしれませんが、小さいものについては、そういう小売事業

者を含む、バランシングループをどう形成していくというのが、そういうのがないと大変

なことになると思いますので、その辺には配慮が必要かなと思います。 

 それから、圓尾委員のほうからは、先ほどのインバランスの話がありましたけれども、

ＦＩＰに移行していくというのも、補助的、セーフティーネット的な役割に移行という中

に、一つ、我々は入っていると思います。タイミングにつきましては、いきなりというの

はやはり難しいので、それを段階的にということと、それから規模、特にＦＩＰの場合は

規模の配慮が必要だろうと思っております。 

 それから、再エネの特例、インバランスの特例制度につきましても、これについても、

将来ＦＩＰのような形で大規模なものから少しずつそういうのが消えていくという、そう

いうこともあろうかと思います。ただし、規模の予見はぜひご理解いただきたいと思いま

す。 

 それからもう一つ、江崎委員からご指摘があった点に関してはそのように、我々として

は電力ネットワークと敵対関係にあるとは全く思っておりませんでして、これは一緒に、

特に配電部門は一緒にやっていかなきゃいけないと思っていますので、ぜひ電力の旧一般

電気事業者、あるいは新エネルギー、新電力の皆さんとも手を携えてやっていかなきゃい

けないと思っています。よろしくお願いいたします。失礼いたします。 
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○山地委員長 

 では、祓川さん、お願いします。 

○祓川オブザーバー 

 荻本委員のほうから、Ｏ＆Ｍは何で高いんだ、下げられないのかというお話ですけれど

も、基本的にはやっぱり量という問題で、トータルで管理することによって安くなる。日

本の場合は乱流とか台風がございまして、ヨーロッパ、アメリカとはちょっと比較になら

ない事故率の発生率が高いということで、Ｏ＆Ｍコストが高いと。じゃ、事故率を抑える

ということによって、トータルのＯ＆Ｍコストが下がると。だから予防保全だということ

で、今、予防保全の技術革新に向かっております。予防保全が実施されることによって、

いわゆるストップしないわけですから、稼働率が維持されるということは、設備利用率が

上がるということで、トータルとしての収益性が上がると、こういうことでございます。 

 それから、圓尾委員のほうから、ちょっと私の説明が至らなかったかなと思いますけれ

ども、日本版セントラル方式でやらなきゃコストが下がらないんだったら、そんなもの意

味ないじゃないかという、どうかなということでございますけれども、日本版のセントラ

ル方式を実行することなくても、ある一定の習熟度があれば、洋上風力は格段にコストが

下がるというふうに、私は確信しております。 

 以上です。 

○山地委員長 

 荻本委員のほうから系統の話が出て、先ほど松村委員のほうからも、事務局に対する注

文的なこともあったので、事務局のほうで何か対応できることがあれば。 

○山崎新エネルギー課長 

 今、荻本委員のほうから２点ございました。50キロワット未満が管理不能になっている

ことに対する仕組みを事務局としてどのように考えているのかという、まずご質問をいた

だいています。 

 これは、そういったことも含めて、この抜本見直しの議論の中でご検討いただくと、こ

ういうことだと思っていますが、今までの整理で申し上げると、まずコスト、価格につい

ては、本委員会で昨年来議論されているように、この50キロワット未満の小規模のもので

あっても競争力はあって、コストダウンは可能。だけれども数が莫大に多いということか

ら、入札の対象にするのではなく、入札外にするけれども、入札よりも有利な価格であっ

てはいけないと。こういったような基本原則のもとで考えていこうという整理がなされ、

それに基づいて我々も政策を運営していると、こういうことだと考えてございます。 

 加えまして、こちらも昨年の第２フェーズのときにご議論いただきましたけれども、安

全規制等については、執行及び規制のあり方について、50キロワット未満の小規模のもの

についてもしっかりと強化をしていくといったような流れで、その流れの中で制度を運用

しているというのが今のお答えでございますが、繰り返しになりますが、そういったこと

も含めて、この抜本見直しの中でご議論をいただくということだと思ってございます。 
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 あと、マスタープランのコストベネフィット分析については、大変恐縮ですが、本委員

会の所掌を超えているものでございます。マスタープランが再エネの導入のために必要だ

という議論が、この委員会でもなされておりまして、この新々北本の個別のコストベネフ

ィット分析との関係がどうなるのかというのは、適宜、ちょっと整理をさせていただきま

して、フィードバックをさせていただきたいというふうに思います。 

 松村委員のご指摘については、今後の検討に当たってのコメントというふうに受け取っ

ておりますので、しっかりと踏まえながら、事務局としても考えていきたいと思います。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 もう名札が立っていないところを見ると、前半議題の前半のところが、今、大体終わり

つつあるかなと思っています。それで実は１時間40分を超えてしまいまして、次へ進めた

いと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 ありがとうございます。 

 それでは、前半の議題の後半で、バイオマス、地熱、中小水力の業界団体様からのヒア

リングを行いたいと思います。 

 まずはバイオマス、２団体あると申し上げたんですが、バイオマス発電事業者協会から、

資料４の説明をお願いいたします。 

○山本オブザーバー 

 バイオマス発電事業者協会の山本です。今日はこのような機会を与えていただきまして、

ありがとうございます。 

 ＦＩＴからの自立化に向けてというテーマで、私ども、木質系を中心としたバイオマス

発電事業者協会と、あとパームオイル、液体燃料等を中心としましたバイオマス発電協会、

両団体の発表内容を発表させていただきます。 

 最初のページですけれども、バイオマス発電、いろいろご意見いただいておりますが、

いま一度、バイオマス発電の持つ意義ということについて発表させていただきます。 

 まず一番大きいのが、地域の経済の活性化に、再生可能エネルギーの中で最も大きく貢

献できると。発電所の雇用であるとか、あるいは輸送、林業、そういった立地地域の経済

を大幅に活性化させるというところが特徴でございます。 

 また、次に安定電源、天候に左右されない安定したベースロード電源として運転できる

というメリットでございます。 

 次に、エネルギーセキュリティの向上。国産材はもちろんなんですが、輸入材も化石燃

料と違いまして、北米、アジア、オーストラリア等、多岐にわたることから、エネルギー

のセキュリティの向上にも貢献できると考えております。 

 また、2030年のエネルギーミックスにおいても、再エネ20％という役割を与えていただ

いておりますし、2050年に向けて、さらに大きな役割を果たせるようにしていきたいと考

えております。 
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 また、カーボンオフセットということで、二酸化炭素の削減につながるということです。 

 次のページ、ＦＩＴからの自立化に向けてということですが、再生可能エネルギーの主

力電源化ということで、2030年のエネルギーミックスをしっかりと達成に貢献していくと

いうことに加えて、それ以降、2050年に向けてもより大きな役割を果たせる再エネ電源の

一つとなるべく、自立化に向けた課題克服に取り組んでいきたいと思います。 

 今日は、下の２つに分けまして発表させていただきます。 

 木質燃料の大型施設。大型施設といいますと、ＦＩＴの入札の対象になっている１万キ

ロワット以上を想定しております。２つ目は液体燃料ということでございます。 

 次のページですが、木質燃料の大型施設について、２つに分けて説明させていただきま

す。１つ目は地域の貢献と林業活性化というところでございます。現状の大型施設では、

バイオマスは輸入材が主な燃料となっております。今後は、この輸入材を国産材の供給の

体制整備、供給の増加に伴いまして、徐々に国産材の比率を上げていきまして、今以上に

地域経済、林業への貢献度を高めていくというところです。また、国産材の体制を整備い

ただく、林業の促進においても、大型の施設でバイオマスの大型の燃料需要が存在すると

いうことは、つくれば買い手があるわけで、不動産の計画も立てやすくなって、林業への

貢献もできるのではないかと考えております。 

 続きまして、発電コストの低減ですが、現行のＦＩＴ制度のもとで支援いただきながら、

2030年に向けて、ガス火力並み、キロワットアワー当たり10円台半ばを目指していきたい

と思います。そうしてＦＩＴからの自立を目指しまして、さらにＣＯ２フリーの電源とし

て、再生可能エネルギーの付加価値を追求していく、熱電併給に取り組んでいく、また容

量市場も活用していくということでございます。ちょっと詳細は割愛しますが、燃料費の

低減、発電効率の向上、建設コストの低減、この３つを達成することでコストを下げてい

くというところでございます。 

 続きまして、次のページで、液体燃料（パーム油）としてのＦＩＴからの自立化。これ

は調整電源と、あと燃料加工技術の向上というところを挙げさせていただきました。比較

的小型な電源ですので、地域分散型の中で一定の役割を果たしていけるというふうに考え

ております。ここに書きましたように、建設コスト等の削減もあるんですが、燃料加工技

術向上というところで、技術革新というところをやっていきたいと思います。 

 次のページは協会の概要でございます。 

 ありがとうございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、有機資源協会さんから、資料５、説明をお願いいたします。 

○森崎オブザーバー 

 ありがとうございます。日本有機資源協会の森崎でございます。資料ナンバー５の資料

でございます。 
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 この２ページに構成がありますように、バイオガスと木質バイオマスに分けましてご説

明いたします。 

 まず、３ページをあけていただきますと、バイオガス発電は固定買い取り制度におきま

して、構成設備全体ではなくて、対象がこの枠内の②と④という特徴を持っているところ

でございます。 

 それから４ページでございます。バイオガス発電事業の現状と課題でございます。まず、

バイオガス発電は出力調整が可能であり、安定的に供給可能な再生可能エネルギーとして、

系統の効率的利用に寄与することができる電源でございます。また、地域の廃棄物系のバ

イオマスを原料といたしましてエネルギー生産等を行い、廃棄物処理の経済性の改善、雇

用創出、地域の活性化や地域振興等の多面的な効果を有しているところでございます。エ

ネルギー基本計画の中におきましても、安定的に発電を行うことが可能となり得る電源で

あり、地域活性化にも資するエネルギー源や、地域分散型、地産地消型のエネルギー源と

しての役割を果たすものとされているところでございます。 

 加えまして、先般の北海道胆振東部地震の経験も踏まえまして、地域の分散型電源とし

ての期待も大きく、災害時利用の推進も重要でございます。その中で、年度ごとに約20か

ら30の認定施設が増加しておりまして、ＦＩＴ制度による一定の促進効果が見られている

ところでございます。 

 他方で、そのポテンシャルにつきまして、７ページにお示しさせていただいていますと

おり、導入余力は非常に高くなっているところでございますけれども、系統制約のため、

導入の足かせになっているというのが現状でございます。事業者の現状改善の努力として、

当面はＦＩＴ制度の継続をお願いしつつも、原料処理対価の見直し、発電の高効率化や熱

利用の促進、残渣の農業利用等を行いまして、技術面で事業全体の採算制の改善を進めた

いと考えております。まずは系統制約の問題の解決をお願いいたしたいと考えております。 

 次に、５ページに戻っていただきまして、これは自立化の課題と対応策でございます。

１）でございますけれども、熱利用、燃料利用の促進におきましては、ガスとしての直接

利用を促進するための規制緩和のご検討をお願いしたいと。具体的に申し上げますと、工

業団地等の地域内での共有利用の補助予算の拡充や、熱利用のためのインフラ整備が必要

だというふうに考えております。 

 それから、２）でございますけれども、バイオガス発電の特徴でございます調整力電源

として活用できますＦＩＰ制度等の導入や、事業計画策定ガイドラインの見直しの検討の

ほうをお願いいたすところでございます。 

 それから、６ページでございます。３）のバイオガス発電に対しますインセンティブの

継続的な付与、４）の二酸化炭素排出量削減を目標としました事業支援、また自立化に向

けました道筋を描くためにも、系統接続等の経済的要因に対します継続的な検討をお願い

するところでございます。 

 次に、地域からの燃料で発電する未利用木質バイオマス発電についてでございます。木
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質のバイオマス発電につきましては、幾つかの特徴がございます。その中から特に２つの

特徴についてご説明申し上げます。 

 その一つが、８ページでご紹介しております調整力であります。他の再エネとは異なり

まして、火力発電と同様、出力調整が可能な電源でございます。優先給電が実施されまし

た九州電力管内におきましても、地域バイオマスに指定されていないバイオマス発電にお

いては、出力の50％まで出力を抑制するなどの対応を行っています。需給調整を行う重要

性は十分ご理解いただいているかと思いますが、木質バイオマス発電が出力調整可能な電

源であるという優位性を評価していただくとともに、その調整力を地域のその他の再エネ

電源等とも連携して発揮できるようなエネルギーシステムの確立が必要かというふうに考

えております。 

○山地委員長 

 できるだけ簡略にお願いいたします。 

○森崎オブザーバー 

 もう少し、お願いいたします。 

 木質発電の特徴としましては、発電の際に発生します熱と組み合わせて利用することに

よって、さらなる高効率なエネルギー利用が可能となる電源といえます。既にＦＩＴの認

定を受けました木質発電所でも、熱利用も行っている事例を９ページで紹介しております。

ただ、より広範囲に普及させるためには、地域内におきます自営線や系統配電線などの系

統設備、熱導管の敷設における法令上の問題など、施設面、経済面、法令面などの総合的

な事業構築が必要となると考えております。その点につきまして、制度整備やイノベーシ

ョンが求められると言えるのではないかと考えております。 

 木質発電のコスト低減を推進させるためには、燃料費の削減が必要でございますけれど

も、その保護策の一つとして、林業生産性の向上が挙げられ、年々その向上が見られてい

ますけれども、現状では、森林所有者への還元や林業従事者への待遇改善が優先されるこ

とから、燃料代、価格の低下にまでつながっていないものと理解しております。 

 そのため、10ページにございますような、ＩＣＴ活用や作業の無人化、自動化などとい

った革新的な木材生産システムの技術開発の推進等、普及定着が必要と考えております。

これらの木材生産システムの導入を行うことによりまして、現在の燃料費は半額程度まで

低減できる可能性を秘めているところでございます。 

 11ページでございますけれども、木質バイオマス発電所の今後についてご説明します。

エネルギー基本計画におきまして、バイオマス発電の役割や効果が明確に位置づけられて

おります。地域材は今後も大きな供給可能性を持ち、未利用木質バイオマス発電は、地域

創生の切り札ともなり得る再エネというふうに考えております。このためにも、私たちも

コスト削減に向けましたさまざまな努力を行っていきますが、太陽光発電においては、発

電事業者の努力というよりも、長年にわたる技術開発に多額のエネルギー政策としての資

源が投入され、コスト削減が実現できたことを踏まえますと、木質バイオマスにおきまし
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ても、コストの大幅な削減を可能とする技術開発のほか、バイオマスの特性を生かしまし

た自立分散型エネルギーシステムの導入に対しまして、エネルギー政策としてのご支援を

お願いしたいというふうに考えております。 

 最後になりますけれども、バイオマス発電が持ちます有益かつ固有の特性や地域とのつ

ながりが深いことをご考慮していただきまして、ＦＩＴ制度、あるいは類似のエネルギー

政策上の支援策をご検討いただくことを要望するところでございます。 

 何とぞよろしくお願い申し上げます。以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、続きまして、日本地熱協会から、資料６の説明をお願いいたします。 

○安達オブザーバー 

 ありがとうございます。日本地熱協会です。 

 表紙の写真は、今年１月末に、運転を開始しました松尾八幡平地熱発電所です。ここは

ＮＥＤＯの調査でもって掘削された井戸を還元井として使っていますけれども、生産井は

全て事業者が掘った標準的な中規模地熱発電所です。 

 ２ページ目の写真ですけれども、10日前に運転開始しました山葵沢地熱発電所です。こ

こも過去のＮＥＤＯ調査でもって掘削された生産井と還元井を一部利用していますけれど

も、ここまで大規模につくり上げました事業者の技術力と資本力が特筆されるところでご

ざいます。 

 ３ページ目をごらんください。今年の明るいニュース２つとは裏腹に、ＦＩＴ後に調査

着手された大規模と中規模の案件というものは、リードタイムが長いために、まだ先の見

通しが明るくなくて、エネルギーミックス2030年目標の達成には高いハードルが立ちはだ

かっております。 

 ４ページ目をごらんください。ＦＩＴ買い取り価格の妥当性を判断する材料となる導入

実績の資本費と運転維持費のデータにつきましては、１月９日の調達価格等算定委員会で

もって公表されましたけれども、小規模温泉発電についてはデータのばらつきが極めて大

きいので、統計上注意が必要であり、中規模発電４件については、資本費がＦＩＴ想定値

を下回りますけれども、いずれも探査・掘削リスクフリーの既知案件です。運転維持費に

ついては、２件が想定値を上回り、２件が下回りますけれども、いずれもＦＩＴ想定外の

特殊事情によるものですので、特殊要因が少なくて、かつ経験豊富な事業者による案件で

あるところの、先ほどご紹介いたしました松尾八幡平であるとか山葵沢のデータが出てく

ることが期待されます。 

 なお、運開初年度や定期検査年度には運転維持費がはね上がりますので、平準化する必

要があります。また、国民負担最小化を目指す意味でもって、発電コストだけでなく、調

整力コストも含めた全体コストと便益とを比較して、電源特性を踏まえたＦＩＴ価格の検

証が必要かと思料いたします。 
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 ５ページをごらんください。地熱発電が国民に提供する便益は、世界最高水準技術を有

する純粋国産のクリーンな高利用率安定電源であって、山間地を有する地方自治体に貢献

し、レジリエンスに強い分散型電源であること、50年を超える長期の設備寿命で、長期的

に考えれば安価な電力を供給可能であることなどが挙げられますが、時間をかけて地元の

理解を得ながら、見えない地下を調査する過程で、徐々に発電出力の見通しが得られるも

のであるため、事業継続の予見性が自明でないという課題もあります。そのため、開発に

至るリスクを最小限にする事業者のさらなる研鑚が求められますが、それを援助する国の

施策についてもお願いするものです。 

 ６ページ目をごらんください。エネルギーミックスの2030年目標は、約100万キロワッ

トの新規増設による発電電力量シェア1.0から1.1％化、すなわち３倍化ですけれども、環

境省の机上調査でもって648万キロワットという導入ポテンシャルが公表されたりもして

いますので、我々としては2050年に向けて、この数値に近づけるような仕組みも必要かと

思料いたします。 

 ７ページ目をごらんください。そのための道筋としての事業者のさらなる計算ですが、

そこにいろいろ挙げましたように、コスト削減に向けた努力が既になされてはおります。

しかしながら、さらなる努力が必要であると認識しております。 

 ８ページ目をごらんください。このような事業者努力にもかかわらず、政策にかかわる

ボトルネックが存在しますので、それらを取り除く必要があると思料しております。ボト

ルネックとは、ＦＩＴ制度以外に事業の予見性が担保されておらず、地下資源調査リスク

及び同業者・温泉事業者との競合と、地元の反対リスクがあること。現状では、過去のＮ

ＥＤＯ促進調査有望地点がフォローされているのみで、グリーンフィールドからの案件が

不足していること、国有林や自然保護林の規制によるリードタイムの長期化などが問題と

なっていること、発電仕様の決定と系統確保とのタイミングのギャップによって、他電源

種との競争に劣後することなどです。 

 ９ページ目をごらんください。ボトルネックの打開策としては、ＮＥＤＯの成果を上回

るＪＯＧＭＥＣ資源調査による地下資源調査失敗リスクの低減、失敗しない地下資源調査

手法の技術開発、国有林・保護林の規制緩和、開発権の保障、すなわち法的基盤の整備、

開発特性を考慮した系統接続の担保などが挙げられます。ＦＩＴに限って言及いたします

と、21年度ＦＩＴ価格を前提に開始された進行中の案件のはしごを外さないためには、引

き続きＦＩＴ価格が維持される必要がありますが、入ＦＩＴから15年度の卒ＦＩＴ後は自

立できることが、既設の地熱発電所で実証されています。また、脱ＦＩＴ体制としては、

地下資源開発リスクを低減する促進調査やリードタイムを短縮する規制緩和などの抜本策

を投入することで、リスクプレミアムを除いた価格設定や新制度、例えばＦＩＰなどの導

入に対応可能になると思料いたします。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山地委員長 
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 ありがとうございました。 

 では、全国小水力利用推進協議会さんから、資料７の説明をお願いします。 

○小林オブザーバー 

 ありがとうございます。資料７でございます。 

 そこの最初のところに書いてありますように、水力の４団体で協議した結果を取りまと

めたものでございます。 

 ２ページをごらんいただいて、まず最初に、ＦＩＴは中小水力の拡充には大変役立った。

特にここに書いてありますように、量的な拡大が規模的には大変小さくて、量的には小さ

くて恐縮なんですけれども、量的な拡大ができた。それから、新しい事業者、メーカー、

それから発電事業者等が登場するということで、大変役立ったというようなことが書いて

ございます。ただし、一方で、実際に事業を始めてみると、さまざまな障害があるという、

時間の問題であるとか、あるいは最近ですと、ほかの電源でもお話がありました系統制約

というような問題が出てきていて、これらがようやく蓄積し始めたという段階でございま

す。 

 ３ページ目、ごらんいただいて、これがＦＩＴ導入後の容量の変化と、それからＦＩＴ、

以前のＲＰＳのときの新規の発電所の建設数が、桁が違うというのをごらんいただければ

と思います。 

 ４ページ目ですけれども、そういうことで、現在、立ち上がってようやく動き始めたと

いう状態で、早いものが一巡してようやく建設が本格化している。運開までたどり着いて

いるという状態です。 

 一方で、いろいろな、特に系統制約等で開発が今とまってしまっている、あるいは断念

しているというものが増えていて、ここに書いてありますけれども、次の実際に水平に展

開するためのモデルがまだできているというわけではないという。もう少しここのところ

については、時間的な猶予があるとありがたいというふうに思っております。 

 次のページが、今後の見通しということで、ごらんいただきたいと思いますが、開発の

見通し、余力は約1,000万キロワットという、出力３万キロワット以下であると。４団体

で計画しているもの、それから事業者として開発目標にしている数値を積み上げますと、

その下の表のような数字で、合計で増電力量が20億ぐらいの発電量というふうに想定して

います。ただ、ここに書いてありますように、これはさまざまな制約が解消されて、円滑

に進んだ場合というふうにご理解いただきたいと思います。 

 次がコスト低減の見通しで、実際今、初期費用、それから維持管理費に関して、かなり

それぞれの皆さん、努力をされていまして、新規材料を使ったり新技術を使ったりという

ことで、費用を下げる、あるいは出力を上げる、こういった努力をされております。設備

の運用に関しても、自動制御、それから集中監視等を導入することで、今までかかってい

た費用をかなり安価にするような努力がされていて、今後これらが浸透していくこととい

うふうに理解しています。 
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 ７ページですが、今のような現状を踏まえながら、今後の水力という電源の特徴をちょ

っと整理したものでございます。これ、規模別にＦＩＴの価格に合うように、４つほどに

分けてございますが、競争力のある電源という位置づけで見えるものと、それからやはり

コスト削減はするけれども、なかなか規模のメリットが享受できないで、十分なコスト低

減ができない領域もあるだろうということで、２つに分けてございます。 

 競争力のある電源に関しては、これは特徴ということなんですが、実は長期運用が前提

で事業性が担保されるという特徴がございまして、中小水力に関しては、私どもは通常四、

五十年で更新の、半分更新とか３分の１更新とかという、そういう段階に入って、100年

というようなオーダーで運用するべき電源だというふうに理解していますので、ここに書

いてありますような資産的な価値のある電源として位置づけております。そういうことな

ので、コストダウンが進めば、①のほうに書いてあるような電源は、当然、競争力のある

電源として位置づけられることになる。一方、それでも小規模で、できないものに関して

は、ここにあるような形のものが出てくるということになります。 

 そして、８ページ目と９ページに、今後の課題を整理してございます。競争力・地域活

用、共通してございますのが、事業評価のための事前調査までの費用とか期間が結構ある

ので、これに対する支援があるとありがたいと。それから初期費用の回収が、ＦＩＴがあ

る場合には20年ということで、十分に回収できるんですけれども、そうでない場合には、

少しこの部分の手当てが必要だろうというふうに考えている。それから、既設電源につい

てもまた更新がございます。 

 それから、地域で活用される電源に関しては、新しく参入した事業者に対して、特に水

平展開ができるようなモデルの展開ができるような時間を、もう少し維持していただきた

いのと、それから地域で主体的に開発するような事業に関して、体制であるとか、地域還

元であるとか、地域貢献だとか、そういった条件を定めて支援するような措置をいただき

たい。配電系統の話はほかのところと同じでございます。 

 ９番目が、取りまとめでございまして、競争力のある電源としての自立の方向が３つほ

ど書いてありまして、特徴的なのは、私どもは長期で事業性が出るということで、長期固

定金利融資のようなものをぜひ導入していただきたいということを考えております。 

 それから、地域で活用される電源に関しては、先ほど申し上げたとおりの、地域活用型

の条件とか枠組みをご検討いただいて、それに対する支援をいただきたい。 

 次の10、11ページには、それらに関する地域で貢献する事業が、実際にこういう形であ

ちらこちらに事例がありますという幾つかの事例。それから、災害時に実際にこんなこと

で十分役立った電源になったということを示してございますし、11ページには、公営電力

としての、いわゆる公営としての役割の電源のさまざまな事例をまとめてございますので、

ご参考いただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 
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 どうもありがとうございました。 

 それでは、今からご説明いただいたバイオマス、地熱、中小水力について、質疑応答及

び自由討議の時間とさせていただきたいと思います。いつもと同じでございます。ご質問、

ご意見のある方は、ネームプレートを立てて、意思表示をしていただければと思います。 

 いかがでございましょうか。 

 まず、岩船委員から、どうぞ。 

○岩船委員 

 ありがとうございます。 

 バイオマス発電事業者協会さんへの質問なんですけれども、国産材の比率を上昇すると

いう記述がありましたが、それをどの程度、本気で考えていらっしゃるのか。実際、例え

ば2030年までに具体的な、定量的なイメージがあるのであればお示しいただきたいと思い

ました。 

 また、価格の目標も10円台半ばというような数字がありましたけれども、それはイニシ

ャルコストと燃料費の割合はどういう割合をイメージしているのでしょうか。特に輸入材

に関するバイオマス発電に関しては、ＦＩＴが切れた後、もう事業をやめてしまうのでは

ないかという懸念が、皆さん昔からあると思いますので、そこに対する答えに、その価格

の割合というのはつながる可能性がありますので、お答えいただければと思いました。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 本件についてもご質問等あろうと思いますけれども、幾つか意見をまとめてからお答え

をいただきたいと思います。 

 では、長山委員、お願いいたします。 

○長山委員 

 ありがとうございます。 

 １点だけ、地熱発電に関して、打開策のところで、これは要望で、開発権の保障とか、

系統接続の担保とかありますが、これは洋上風力のいわゆるセントラル方式と同じような

制度を導入すれば、ある程度重複投資も防げますし、いいんじゃないかなというふうに思

うんですけれども、それはどうなのかというのと、あと、ちょっと古いんですけれども、

10年ほど前に、日本地熱開発企業協議会さんが、地熱発電開発機構のような新しい組織、

強力な組織、強力な国の下にあるような開発を促進するような組織をつくったほうが、よ

り開発促進ができるんじゃないかというような意見があったんですが、やはりＪＯＧＭＥ

Ｃの投資だけではちょっと足りなくて、そういう公的な、ある程度リスクを持てる機関が

必要なのかどうかというのがご質問です。 

 あと、今の26円の買い取り価格というのは、10年ほど前に地熱発電企業協議会さんが要

望していた24.4円の要望にかなり近いような段階の水準なんですけれども、今の26円では、
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やはりＦＩＴでこの開発リスクは担保できないのかというところを教えていただければと

思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ほかにはございませんか。 

 じゃ、松本委員、お願いいたします。 

○松本委員 

 それでは、私からは、バイオマス、地熱、中小水力について、それぞれ１つ２つ、ご質

問させていただきたいと思います。 

 まず、最初に、バイオマス発電事業者協会様ですが、ＦＩＴからの自立についてプレゼ

ンをいただきましたけれども、３ページの資料を拝見しても、バイオマスの燃料費が７割

のコスト構造をいかに改善するかということが、十分に伝わりませんでした。具体的にい

つ、どのように、コストの低減を実現していくのかわかりませんでしたので、もう少しご

説明をいただきたいと思います。 

 続きまして、バイオガス様ですが、木質バイオマスは、木材生産システムが革新されれ

ば、燃料費は半分程度まで低減できる可能性があるとお話いただきました。こちらは資料

の10ページですが、それまではＦＩＴ継続を望まれていらっしゃいますが、この木材生産

システムの革新はいわゆる林業政策でして、楽観視できないように思われ、燃料費半分程

度まで低減できる可能性があるという見通しは、確実ではないように思いました。これは

コメントでございます。 

 次に地熱発電ですが、松尾八幡平と山葵沢が運転開始したということで、非常にこれは

喜ばしいことだと思います。一方、前回、本委員会で配付されました再生可能エネルギー

電源の発電コストの比較表を見ますと、1,000キロワット以下の小規模案件、そして大規

模案件、中規模案件と比べますと、かなりコストに大きな開きがございます。特に1,000

キロワット以下の小規模案件については、発電コストがかなり高いという状況でして、Ｆ

ＩＴ制度において、コスト的に自立化は難しいように思われますが、その点、ご見解を伺

いたいと思います。私としては、中規模以上に、ＦＩＴで支援していく方向性のほうがよ

いのではないかと思った次第でございます。 

 続きまして、中小水力ですが、８ページに系統制約により開発が抑制されて、汎用化の

フェーズが進まないとございます。開発がもう一巡しないとＦＩＴは卒ＦＩＴできないと

の見解ですが、この一巡というのがいま一つ、意味が私にはわかりかねましたが、どうい

う意味なんでしょうか。 

 もう一点、中小水力は、2030年の目標は1,090から1,170万キロワット、昨年の12月まで

に990万キロワットで、ミックスに対する導入進捗率は86％と、ほかの電源に比べても高

い水準になっております。長期的に安定した電源、発電が可能であり、なおかつ発電コス

トも下がってきており、調整電源としての活用もでき、競争力のある電源として期待感も
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高まっているところですので、ＦＩＴから一定の予見可能性のあるＦＩＰ制度へ移行も検

討できるのではないかと思いますが、業界団体の方はやはりまだ時期尚早と考えられてい

るのか、お伺いしたいと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 この後、小野委員、髙村委員として、ここで一つ、一旦区切って、団体の皆さんからご

回答いただきたいと思います。 

 小野委員、お願いします。 

○小野委員 

 ありがとうございます。それぞれについて、コメント、ご質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、バイオマスについてです。 

 バイオマスは、エネルギー以外にもさまざまなメリット、効果があるということはよく

わかりました。ただ、これはかねてから申し上げておりますとおり、林業振興や廃棄物処

理におけるバイオマス発電への期待に関しては、エネルギー政策ではなくて、林業や廃棄

物処理といったそれぞれの政策分野におけるしかるべき支援があるべきではないかと思い

ます。エネルギー政策上は、輸入材であろうが、国産材であろうが、あるいは地域の木材

であろうが、特に差はないものとして扱うのが原則です。それぞれの意義に応じた支援は、

その外側で行うのが筋ではないかと思います。 

 先ほど岩船委員からもご指摘ありましたが、将来的にバイオマス燃料の値段を下げてい

くという点に関しては、具体的な方策や時期の目途などについて、もし想定していらっし

ゃるようであればお示しいただきたいと思います。 

 地熱に関しては、資料も拝見して、一番のネックは開発のリスクと、それに伴うコスト

であろうということが非常によくわかりました。５ページにもご記載いただいたように、

地熱発電には、長期的に安価な電力を供給していただくことを大いに期待しています。そ

ういった観点から、今後はＦＩＴのような、発電するときに補助を与える制度ではなく、

むしろ開発支援の部分に重点を置いていくのがいいのではないかと思いました。 

 それから、水力です。開発プロセスがもう一巡するまでＦＩＴ制度の継続が必要という

ことでしたが、資料７を拝見すると、むしろ初期の費用を支援することで、長期にわたっ

て安価で安定した発電を行うポテンシャルがあるように見えました。水力についても地熱

と同じように、開発支援にシフトすべきではないかと思いました。 

 以上です。 

○山地委員長 

 では、髙村委員、お願いします。 

○髙村委員 

 ありがとうございます。 
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 先ほどご説明をいただいた協会、業界団体の関係する電源というのは、基本的には多く

が地域共生型の電源だというふうに理解をしています。他方で幾つか、やはり既にコスト

競争力のある電源でもあり、コスト競争力の見込まれる電源もその中には入っているとい

うのも、今日、お話を伺って感じたところです。そういう意味では一定の、今、一くくり

にしていますけれども、整理をして議論をすることが必要ではないかというのを、前提と

して申し上げておきたいと思います。 

 各業界団体さんへのご質問でありますけれども、まずＢＰＡさんですけれども、国産材

の比率を上げるといったような取り組み、大変ありがたいなというふうに思っております。

これはバイオマス発電協会さんとも重なる質問ですが、一つは、かなり大きな発電設備だ

と思いますけれども、熱電供給というのを具体的にどういうふうな取り組みとして可能な

のかということが１つです。 

 ２つ目が、バイオマスの、特にとりわけ大型の発電事業者さんだと思いますけれども、

ある意味では蓄積も含めて、電力市場に直接販売ができるだけの能力と技術もお持ちのよ

うにも思いますが、そうした市場への直売をしていくといったときのハードルがあるのか

どうかという点が、ご質問の２つ目です。 

 バイオマス発電協会さんについては、１つコメントと、後半の、先ほど言いました２つ

同じ質問なんですが、一つはコストを下げていく、将来のコストを下げていく、あるいは

需要として見込むものとして、ＲＥ100などに活用できるような、需要家さんへの直売と

いったような方法を示してくださっていると思いますけれども、ＲＥ100のクライテリア

を確認しないといけませんけれども、消費者需要家の皆さんのパームオイル発電に対する

社会的な評価が、かなり厳しいように思っております。これはコメントです。 

 質問は、同じように熱の利用というのを具体的にどうされるのか。それからもう一つは、

市場直売についてのハードルが何かということであります。 

 それから、有機資源協会さん、どうもありがとうございました。主にコストの点につい

て２つです。木材生産システムの革新で、燃料調達コストをどこまで下げられるというよ

うな、具体的な定量的な見込みといいますか、数字があるのかということが一つ。それか

らもう一つは、やはり地域型ですので、熱の利用ということで、ＦＩＴ後も自立的に事業

を営んでいただくという意味で、熱電併給は重要だと思っているんですけれども、これに

ついても具体的に発電コストにどういう影響があるのか、逆にどういうふうにコストのパ

フォーマンスが上がるのかといった点について、具体的な試算、あるいは定量的な評価が

あるかということでございます。あるいは逆に障害が何かということも、もしありました

ら伺いたいと思います。 

 中小水力さんについてでありますけれども、ご指摘もあったように、一部やはり、もう

既にコスト競争力のある規模の電源もあるということを、今日、明確に示していただいて

大変ありがたいというふうに思っております。特にそこはやはり自立可能性が高い、有望

な電源だというふうに思うんですけれども、そうした、とりわけ５キロワット以上の、非
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常に発電コストも低い電源について、卸電力市場への販売ということを考えたときに、何

か技術的なハードルがあるのかどうかという点がご質問であります。 

 最後は、地熱の協会さんですけれども、スライドの９のところで幾つか書いてくださっ

ているんですが、大変共感するところは多いんですけれども、探査リスク等々の、先ほど

の長山委員のセントラル方式にもかかわるんですけれども、こうした探査リスクがなく、

発電事業としてやれるとすると、どれぐらいのコスト低下が見込まれるのかという点につ

いて、もしおわかりになりましたら教えていただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。重複するというか、割と似たような質問もありましたから、

それをまとめて答えていただいて結構でございますので。 

 先ほど、ご発表いただいた順番にお答えをいただきたいと思います。 

 まず、山本さんはいかがでしょうか。 

○山本オブザーバー 

 ご質問、ありがとうございます。 

 まず、岩船委員から、国産材の比率というのは本当に上げていけるのかというのと、

2030年に向けたイメージ、あと、費用が、ポストＦＩＴで輸入材を使ったものが、継続し

てＦＩＴ終了後にやっていけるのかというところのご質問だったと思います。お答えした

いと思います。 

 まず、国産材の比率に関しましては、輸入材を前提に計画した発電所でも、実は発電所

が稼働し始めて、地元の声を聞きながら国産材を入れていくという取り組みは、会員企業

の中でも出てきております。実際、私ども丸紅は、福井県敦賀市で３万7,000キロワット

の輸入材をベースにした発電所を運転開始しておりました。計画時点でもある程度国産材

を入れたいと思って、森林組合とかと話をしたんですけれども、なかなか話を聞いてくれ

なくて、ただ、実際は運転開始して１年以上たつと、いや、ちょっと材が余っているんだ

けれども、入れてくれないかというような話が出てきまして、じゃ、とりますということ

で、今年から入れることを計画して話を進めております。そういった事例は幾つか聞きま

す。 

 2030年に向けた量的なイメージなんですけれども、2030年のエネルギーミックスを達成

するために、新設するバイオマス発電が約４ギガワットです。それに対して、４ギガワッ

トのために必要な木質バイオマスの燃料が、約3,000万トン程度でございます。今、足元

を見ると、国産材の比率というのは少ないんですが、林野庁様の2025年までの林業計画、

増産していく計画が予定どおり達成されたとして出てくるであろうバイオマス燃料が、約

8,000万立米、重量換算で約300万トンぐらいあります。ですので、その計画どおりいけば、

2025年には１割程度国産を燃やしていけるであろうと。 

 あと、私どもの３ページ目の資料にも書きましたが、燃料費低減の中で、例えば長寿樹
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木、五、六十年前に植えられて、もともと建材用で植えられて、もうその用途に使われな

いであろう樹木を切りまして、早く育つ木を植えて、バイオマス燃料としての伐採植林と

いう、循環リサイクルなんかをもし制度として組み立てていけるのであれば、そういった

ところはさらに加えて国産材を増やしていけるというところではないかなというふうに考

えております。そういったイメージを持っております。 

 あと、ポストＦＩＴ、今、輸入材をベースに大型バイオマス発電で、ＦＩＴ期間終了後、

やっていけるのかというところですが、多分、輸入材をベースの大型の発電所、24年案件

ですと、燃料コストというのが、事業者さんによるとは思うんですが、16円、17円という

ところだと思います。ＦＩＴ期間20年が終わりましたら、設備の減価償却等は終わってお

りますので、固定費の半分ぐらいは、３円、４円ぐらいは、それでなくなっておりますの

で、あとその16円かかっていた燃料代が、言いましたような、バイオマスといいましても、

ＦＩＴ制度ができて、ようやく２年前、３年前から始めて、大型のほうが動き始めている

状況ですので、今後、燃料市場、需給の量が増えて成熟していくので、低減するのと、あ

と国産材の活用であるとか、別の委員会でご議論いただいている新燃料との競争などで、

コストが下がっていけば、十分、2030年に向けて、ＦＩＴがなくても事業を十分継続して

いけると考えております。コスト的にもですね。 

 加えて、ＦＩＴが終わる2030年以降は、再生可能エネルギーの価値というのが、これま

で以上に高くなっているであろうという期待も込めて、継続して運転していけるというふ

うに考えております。 

○山地委員長 

 すみません。もうあと議題が１つありますので、丁寧にわかりやすく説明していただい

ているのはいいんですけれども、簡潔に。 

○山本オブザーバー 

 はい。ちょっと簡潔にまいりたいと思います。 

 松本先生からご質問をいただきました、燃料費の削減が見えないというところですが、

３ページの、先ほど申しましたような３つの取り組みの中で、徐々に低減していけるとい

うふうに考えております。 

 最後に、髙村先生からいただいた熱電併給で、熱をどうやって使うのかというところで

すが、おっしゃるとおり、大型のバイオマス発電の大型の熱というのは、なかなか、今の

立地ですぐに使えるものではないですけれども、新設の計画の中で、例えば地域の冷暖房

と組み合わせて何かできないかとか、そういったところを、建設当初から立地の地域と話

しながらやっていかないといけない、今後の課題であるというふうに考えております。 

 大体、ご質問にお答えしたかと思いますが、もしご質問にお答えできていなかったら、

またお申しつけください。 

○山地委員長 

 森崎さん、何かございますでしょうか。 
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○森崎オブザーバー 

 まず、松本委員のほうから、ＦＩＴ以外のことについてはちょっと別ではないかという

のは、確かに本当のことでございます。先ほどお配りした資料の５番の３ページをお開き

いただきますと、ＦＩＴで見ていただいているのは②、③、④の部分でございまして、そ

の他、①から⑧までいろんな部分が関係してくるのは事実でございます。 

 それで、ちょっと以前もご説明しておりますけれども、コストの６割近く、六、七割を、

いわゆる資材費、燃料が占めております。これはもうご承知のように、バイオガスですと

家畜糞尿と食品残渣と。これ、毎日人が集めて、人が持ち込んでという性格を持っていま

して、そこを何とかしなきゃいけないということで、最近は畜産も大規模畜産、何万トン

も、数万トンも買うような畜産形態が増えていますけれども、まだ、必ずしも十分ではな

い。それから食品残渣、最近別の面でいろいろ問題になっておりますけれども、これにつ

きましても、結局、収集するのにお金がかかるというのが実情でございます。 

 それから、木質に関しましても、林地残材をやっぱり山から引き出す、それからそれを

集める、それを運ぶということで、どうしてもそういうところへの施策の手当てをやって

いただければありがたいなというふうに思っているところでございます。 

 それから、小野委員のほうからも同じような話がございまして、エネルギー政策以外は、

しかるべき施策があるべきではないかなということでございまして、もうご指摘のとおり

だというふうに考えております。コストの具体的な低減方策につきましては、現在、各研

究所機関、大学等々で、さまざまな技術開発をされているというのが実情でございまして、

それがまだ大々的に表面化、表に出てきていないというのが現状でございます。 

 それからもう一つは、髙村委員のほうからございました、森林生産コストの低減の目安

といいますか、数値があるかというお話だったですけれども、これは残念ながら、今のと

ころ、私、持ち合わせておりません。 

 それから、ＦＩＴ後のコストへの影響ということで、まさに先ほど申し上げましたよう

に、方策としましては、このＦＩＴで見ている以外の周りの部分の手当て、それが逆に言

えば、先ほど申し上げましたように、障害の一つになっているということをご理解いただ

ければと思います。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 説明順ですと、地熱ですね。安達さん、お願いいたします。 

○安達オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 まず、長山委員のほうから、風力で行われているセントラル方式のようなものというの

はいかがなものかというお話がありましたけれども、この開発権の話ですね。大変参考に、

風力のほうでとられているものは参考になるとは思うんですけれども、地熱の場合は温泉
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法と競合するものですから、温泉法と調和的な地熱法というものを我々は考えておりまし

て、鉱業法に似たような考え方で考えております。ただ、セントラル方式をそれなりに参

考にしております。 

 それから、日本地熱開発企業協議会のほうで、国の地熱開発機構といったものを提案さ

せていただいたんですけれども、これは協議会の中で、実は私の私案で提案させてもらっ

たものなんですけれども、ＪＯＧＭＥＣに開発権を持たせるというようなことについては、

それもありかなということでもって検討はしてきたんですけれども、細かいところについ

ては煮詰めておりません。当時、ＪＯＧＭＥＣ、国のそういう機構もなかったものですか

ら、ＪＯＧＭＥＣにも相談していませんし、ちょっと昔の私の私案で、全くそういうもの

が消えてしまったというわけではないんですけれども、さらに煮詰めていきたいなという

ふうには思っています。 

 それから、24.4円とおっしゃったんですが、調達価格等算定委員会、第３回目において、

私のほうでプレゼンさせていただいたのは、３万キロワットでもって25.8円なんですね。

５万キロワットでもって22.05円。当時、我々は1,000キロワットから５万キロワットまで

計算したんですけれども、1,000、2,000というのは我々のビジネスモデルに合わないとい

うことで、7,000から上が我々のビジネスモデルだということで、7,000については40.25

円ということでもって、それをエネ庁さんのほうで、40円と26円という２段階方式にして

くださったというふうな経緯がございます。私どもとしては、フォーミュラ方式というこ

とで、細かく刻んで価格を決めたほうがいいんじゃないかというような提案をさせていた

だいたんですけれども、それはなじまないということでもって、今の２段階になっており

ます。 

 したがって、40円、26円をどうするかというのは、２分割じゃなくて、３分割のほうが

いいんじゃないかという議論もありますけれども、それについては、一番公正なのは我々

はフォーミュラ方式だというふうに考えておりますが、松本委員のほうから、小規模のも

のはＦＩＴになじまないんじゃないかと。中規模以上を応援したほうがいいんじゃないか

というお話でありまして、私どもも全く同じ考えであります。私どもは、地熱が主力電源

になるという考えでおりますので、先ほども申し上げましたように、7,000キロワット以

上の大規模というものを考えておりますので、ただし1,000キロワットから2,000キロワッ

トという程度、あるいは5,000キロワットとか、そういったものについて、特殊な事情で

もってビジネスモデルになり得るという、そういう新しい考え方もありますので、それを

否定するものではないので、その辺については新しい考え方があってもいいのかなという

ふうに思っています。 

 さらに小さい、数十であるとか100であるとかいったものについては、これはもともと

ＦＩＴを、我々は全然念頭に置いていませんので、その地域に応じて、温泉事業者が温泉

発電でもって利用されることについては、また別な、例えば環境省の制度なんかも利用し

てもらったほうがいいんじゃないかというようなことを考えております。 
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 小野委員のほうから、発電後ではなくて、開発段階の支援のほうがよいのではないかと

いうことをいただきました。私どもも全く同じように考えております。開発リスクが低減

されれば、発電後は自立できるというふうに考えております。ただし、事業の予見性とい

うのが必要であって、そうでないと会社の上層部に説得できませんので、その辺のことは、

買い取り義務ということではないのかもしれませんけれども、何らかのものが必要なのか

なと。 

 髙村委員のほうから、探査リスクがなければ、どれだけコスト低下があるかというお話

でしたけれども、定量的には詰めておりません。ただ、掘削は全体の30から40％を占めて

いますので、そこのリスクが低減されれば、かなりの程度、コストは下がるのかなという

ふうに思っております。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 では、小林さん。 

○小林オブザーバー 

 松本委員、小野委員から、もう一巡必要というのはどういう意味かということで、ご質

問がありました。これは、特に新規参入のメーカーであるとか、関連技術集団というのは、

今まで個別に１つずつ対応していたと。それから、実際に発電事業者も、１件ずつ手づく

りで関係するところをつくっていたというのがようやく終わったところということで、こ

れをさまざまな事例をそれぞれに学び合って、より増やす形で伸ばそうということになっ

ているんですが、今、ある意味ではちょっとブレーキがかかっている状態で、それらが展

開できない状態で、事業化の判断はしたんだけれども、まだ認定はとれない。認定はとっ

たんだけれども、もう一回やり直してくださいというような状態になっているとか、そう

いった形で、ここの部分に関しては、もう一度、技術を汎用化するとか、あるいは発電事

業者に対しても、全体の開発プロセスみたいなものが周知できるような状態のものを、も

う一回ぐらい回していただかないと、ようやく今、運開状態に入ってきていますので、日

本各地でそれらのものが目に見えてこないというのが私どもの考えているところ、これが

もう一巡ということです。 

 それから、松本委員のほうからありました、もう既にかなり入っているじゃないかとい

うことなんですけれども、実はもともとの量が水力の場合は大きくて、今、先ほどお示し

した容量のところも、圧倒的に更新の部分が多いんですね。既存のものを更新。新規が非

常に少なくて、あと残りの部分のところを、新規で増やしていくというところが必ずしも

十分に伸びているわけではないので、そこのところは今後も伸ばしていくような努力とい

うことで、先ほど各地でそういったものを開発できるようにするということが重要だと思

っています。 

 それから、ＦＩＰに関しては、実はこれちょっと議論もあったんですが、やはり現時点
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では初期コストの回収がＦＩＰで十分予見できるかということが、なかなか私ども読み切

れない部分がありますので、ここに関しては、もう少し様子を見て、どんな状態になるの

かというのを試算するなりする必要があろうかというふうに、我々は理解しております。 

 それから、小野委員からご提案がありましたお話は、まさに、実は私、今日申し上げた

内容は、事業化までの判断に、地熱ほどではないんですけれども、やはり調べて、合意だ

とか調整を行って、それを持ってきて、二、三年をかけて事業化するかしないかという判

断をするわけですね。そういう意味では、そこの部分の開発支援というのは大変助かるし、

その後、実際に動き始めたときに、今、実際ＦＩＴで動いているものは、初期の回収が目

に見えていますので、20年間たった後は、皆さんご指摘のように、十分競争力のある電源

として、40年、50年、100年と動かすことができるというふうに、我々は理解しておりま

すので、そういう意味では、そこの開発支援であるとか、初期費用に対する支援というも

のが、大分効果は大きいだろうなというふうに理解しております。 

 それから、髙村先生からご指摘があった、卸電力市場というお話に関しては、既に公営

電力の電源とか、そういった比較的大きなものというのは、量も、それから時期も、ある

程度調整して出せるということですので、既にそういうことが可能になっている。しかし、

新しく新規で立ち上がってきたものに関しては、まだ規模も小さいですし、ばらばらとな

っていますので、これはロットがまとまるまでの期間がもうちょっと必要で、ある程度水

力としてロットがまとまって、こういう特性で出せますというようなところが、先ほどの

もう一巡回った後に、それらが数、それから発電の量ということで、増えていくことで、

それらのところの参入も可能になっていくのではないかなというふうに考えております。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 辰巳委員、ご発言、ご希望ですね。時間、相当押しているので、簡潔によろしくお願い

します。 

○辰巳委員 

 すみません。別に質問というわけじゃないんですけれども、意見だけです。３団体さん

のお話を聞いて。 

 やっぱりこの３つの電源に関しては、太陽光、風力と少し違いがあって、地域分散型の

電源になるという点で、その地域の持続可能性やレジリエンスという視点から非常に重要

であって、日本の国としても、いずれも応援していく電源であろうというふうに、根本の

ところでは私は納得しているつもりなんです。 

 けれども、その中に、今日ご意見をいただいた中でちょっと違いがあるなというのを感

じて、心配しているのは、すみません、地熱や水力に関しては、一旦設備ができてしまえ

ば、あとはいわゆる燃料に係る費用が必要ないという意味で、非常に応援をしてもらいた

い場所が違うというのはわかったんですけれども、やっぱりどうしてもバイオマスに関し

てのみは、バイオにしろ、何にしろ、飼料にしろ、本当にこれ再エネとして今後もＦＩＴ
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で応援していくべきかどうかというのが、最初からちょっとあったんですけれども、いま

だに余りちゃんと納得できていないと。つまり、持続可能性という視点で、今は20年ぐら

い先のことしか考えて、20年ＦＩＴが対象だということなんですけれども、考えていない

んですけれども、もっと50年、100年と日本の国を考えたときに、本当にもし続けていく

ことができるだけの原料があるのか、どこからどういうふうに調達するのかというのが、

全く素人の人でも考えるだろうなというふうに思います。 

 今日のご説明でも、いろいろ支援してほしい、支援してほしい、支援してほしいという

のが、バイオマスのところにいっぱい書かれているんですけれども、本当に林業として支

援できるのであれば、それはもうここで話す話ではないような気もするし、あと世界の人

口問題を考えたときに、食料と競合するようなものを、こんなものに、ほかにかわるもの

があるのに、燃していっていいのかなんていうふうなのも不安で、先ほど髙村先生がおっ

しゃったように、なかなかＮＧＯからも疑問を呈されているという話と、私は全く同感で

きるので、もうちょっと根本的に、すみません、バイオマスの方たちは努力されているの

はわかるんですけれども、考えていくべきじゃないかなというふうに思ったというのが意

見です。すみません。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 ほかには、本件に関してご発言、よろしゅうございますでしょうか。ちょっと大分時間

が押しておりますので、本当にウエルカムじゃない中で、恐縮ですけれども、私も少し申

し上げたいと思うんですけれども、印象ですけれどもね。 

 団体さんの中には、やっぱりＦＩＴを必要だという声も結構あるわけですけれども、Ｆ

ＩＴっていろんな要素を持っているわけですね。だからＦＩＴのどの要素が必要か。そう

いうことでは、幾つか議論が深まったと思っています。大きく言えば、ＦＩＴは買い取り

義務があるということと、それから一定の価格が保証されているというわけで、これは別

のものですから、太陽光発電さんなんかそうですけれども、ある意味、買い取り義務とい

うのはなくてもいいんじゃないか。なくてもだんだんいけるように持っていけるんじゃな

いかという話がありまして、小規模のものは需給一体型とか、そういうふうに、ちょっと

各論に入っていくといろんな対応があるんだと。 

 風力は、導入量目標と制度の関係を描いたのは、多少、皆さんの委員の御発言を考えて

も、やっぱりちょっと違和感があったことですよね。第２ラウンドのところの中間整理で、

やっぱり入札というのを打ち出しているところですので、そこは受けとめていただきたい。 

 バイオマスは、種類もいろいろあって、それから国産材比率を上げていって、燃料費を

コストダウンするとおっしゃっているんだけれども、本当ですかというご質問が多かった

わけですよね。そこでもちろんお答えもいただいているんですけれども、きちんとやって

いただきたいなと。それと、小規模のものもそうですけれども、本当にコスト競争力のあ

るところまでエネルギーとして持っていけるかというと、なかなか難しそうなので、やっ
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ぱり林業政策とかほかの政策との組み合わせというか、あるいはそちらをメーンにして支

援していくとか。 

 それから地熱も、開発リスクの話が随分出てきましたね。ここに手当てができれば、非

常に魅力ある電源になるんじゃないか。だから、そこも支援の仕方ですかね。ただ、これ

もやっぱり大規模、小規模があって、小規模のもの、そもそも地熱をＦＩＴという方式で

支援するのがいいのか、あるいはリスク低減で支援するのがいいのか、そのあたりを考え

なきゃいけない。 

 それから、中小水力は質問も多かったんですが、開発がもう一巡するのを期待している

感じが、もう一つ皆さんにはわからなかったところで、そこはお答えいただいたんですけ

れども、やっぱりこれも地熱と似たようなところがあって、最初の投資のところがきちん

とできるという支援ができれば、かなり安定電源として非常に有望で自立していけるんじ

ゃないかと思う。ただ、これも地熱と似ているけれども、小規模なものはなかなか難しい

なと。これはまた別の、例えば地域との関係とか、そういう意味で整理するのがいいのか

なと。私は聞いていてそう思ったということでございます。 

 すみません、押しているところでちょっと余計なことを言ったかもしれないんですけれ

ども。あと10分余りになったんですけれども、ちょっと10分じゃ片づかないと思いますの

で、多少延長を許していただいて、２番目の議題、再生可能エネルギー政策の再構築に向

けた当面の対応ということで、資料８、説明をお願いします。 

○山崎新エネルギー課長 

 それでは、ポイントのみご説明を申し上げたいと思います。資料８のファイルをお開き

いただけたらと思います。 

 当面の対応ということで、２点、本日は議論いただきたいと思っていまして、まず１点

目が、未稼働案件2015に対する対応、もう一つが洋上風力法案の、これは主にワーキング

の報告と、それに伴う系統に関する論点でございます。 

 それでは資料８の、最初の未稼働案件2015への対応についてでございます。この資料の

多くは、あらかじめ申し上げておきますが、去年の10月の本委員会での資料の再掲がほと

んどでございますので、新たに追加したスライドのみをご説明申し上げたいと思います。 

 まず、４ページでございます。これは、実は未稼働というだけではなく、前回、岩船委

員、髙村委員から、今年度の買い取り費用総額が3.6兆円で、賦課金は2.4兆円で、この差

額は回避可能費用等と書いてあるのだが、この回避可能費用等の内訳をより詳細に示して

ほしいと、こういう意見をいただきました。これにお答えするものでございます。 

 そのご指摘にありますように、この表にあります、2018年度の買い取り費用が3.1兆円、

賦課金が2.4兆円で、単価2.90円でございます。今年度の買い取り総額は3.6兆円で、賦課

金の総額が2.4兆円、これは四捨五入すると一緒ということなんですが、単価でいうと

2.95円ということなのでございますが、これ見ていただいてわかるように、回避可能費用

等が、今年度は約0.5兆円上振れをしていると、こういうことでございまして、じゃ、こ
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の約0.5兆円の上振れ分はどのようになっているのかというのが、右の表でございます。 

 先般も口頭で、一番多いのは剰余金の活用だというのは申し上げましたが、まず買い取

り量が増加することによる回避可能費用そのものの増加が1,600億です。回避可能費用が、

卸価格等が上昇して、単価が上昇しているということによる影響が1,100億でございます。

剰余金、前年度までに、法令上、まさにちょうど１年前ぐらいなんですが、１年前までに

たまったものを返すと、こういう制度になってございまして、これは要は予想よりも未稼

働が多いと、剰余金が出てきます。そちらを返すということをしているのが1,900億で、

計4,600億と。それをやった結果、買い取り費用は増えていますが、賦課金の総額がほぼ

変わらない状況になっているというのが、今年度の状況だということでございます。 

 いずれにしましても、国民負担の現状というのは看過できない。非常に増大なものであ

るということが言えるというふうなことでございます。 

 その先は、昨年の委員会でもご紹介をさせていただいたものでありますが、７ページが

全体の総括表で、昨年の委員会で示したものをリバイスした2018年12月末現在の未稼働の

状況でございます。先般措置をしました2012、13、14年度認定で、今動いていないものが

2,130万キロワットでございます。今般ご議論いただく2015年度認定の中で動いていない

ものは157万キロワットあり、このうち運転開始期限がついていないものが約80万キロワ

ットだと、こういったような相場観だと思っていただければと思います。 

 この2015年度認定案件についてどのようにするのかということでございまして、しばら

くめくっていただきまして、恐縮ですが、その前までは以前の資料でございますので、19

ページ目に飛んでいただけますでしょうか。 

 この2015年度認定の未稼働案件についての対応でございます。昨年の委員会におきまし

て、2015年度認定、2016年度認定のものについては、2020年４月１日、2021年４月１日を

起点として、未稼働を判断しようという方針を取りまとめていただいているところでござ

います。他方で、昨年の2012～14年度案件への対応については、本委員会でご議論をいた

だき、パブリックコメントを行った結果、そういったパブリックコメントを踏まえて、適

用除外及び猶予期間というものを設定いたしました。それは、理由としては、対応案の発

表から施行までの期間が短く、予見可能性が十分でないとのご意見にお応えしたものでご

ざいます。この2015年度認定については、昨年の10月の時点で、先ほど申し上げたように

具体的な案が提示をされているということから、予見可能性が確保されていると考えられ、

適用除外、猶予期間を設けることなく、予定どおり2020年４月１日を施行期日として同様

の措置を講じるということとしてはどうかという案にさせていただいてございます。 

 それを具体的にすると20ページでございまして、20ページの下の表にありますように、

2020年３月31日までに系統連系工事の着工申し込みの受領期限を設けまして、ここまでに

間に合わないものについては、従来の調達価格を運転開始時点の２年前の調達価格に変更

するということでございまして、加えて、運転開始期限をそこから１年後に設け、太陽光

パネルの変更は認めると、こういった制度にしてはどうかということが、まず１つ目の議
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題でございます。 

 続きまして、２つ目の議題、洋上風力でございます。25ページ目以降をごらんください。 

 25ページをまずごらんいただきますと、本委員会のサブワーキングといたしまして、洋

上風力促進ワーキンググループというものを設置させていただき、これは国土交通大臣と

経済産業大臣が権限を持ち、促進区域及び公募というものを行う法律の体系になっている

ことを踏まえまして、交通政策審議会、これは国土交通省のほうにも洋上風力促進小委員

会というものを設けていただきまして、この合同会議という形で、合計４回にわたって議

論をし、本年４月に中間整理を取りまとめているものでございます。 

 資料９としまして、中間整理本体をお配りさせていただいていますので、お時間がある

ときにごらんいただければと思いますが、こちらでは、まさに洋上風力に関する再エネ海

域利用法の運用の基本方針、促進区域の指定基準、占用公募の実施方法、事業者の選定の

ための方法、さらにそれのスケジュール、これについての基本的な考え方及び運用につい

て整理をしたということでございます。 

 本日、その内容の詳細な説明については割愛をさせていただきますが、以降、26ページ

から、全体の基本方針、さらには促進区域の指定の基準と進め方、さらには公募プロセス

の進め方、公募における価格及びその他の要素の評価の仕方、そういったものについてこ

の合同会議で検討してきましたので、本体にあわせまして、この概要資料としてもご報告

をさせていただきたいと思います。 

 これに加えまして、35ページ目以降が、本委員会でご議論いただきたいと思っている事

項でございます。それは系統の確保でございます。洋上風力のこの促進法案上、区域指定

をするに際し、35ページにありますように、系統接続の見込みがあることが必要というふ

うに法律で定められてございます。 

 したがいまして、事業者等が既に十分な系統容量を確保していて、かつその事業者が公

募で落札しない場合がございます。したがって、落札しなかった場合には、当該事業者が

確保している系統容量を、落札した人が活用すると。要はそういうことを希望していると

いうことを条件としまして、促進区域を指定するという、こういう方針で進んでいるとこ

ろでございます。ここで、したがって、系統を承継するという行為が発生する可能性があ

りまして、この系統の承継の行為に関して、具体的にどういう承継の仕方をしてもらった

らいいかというのが１点目。もう一点については、その先の系統の確保のあり方について、

具体案を示させていただいてございます。 

 36ページ目をごらんください。まず、系統の承継条件でございます。この系統について

は、上の青い箱から下の矢印で書いてありますが、先ほど来、申し上げているように、ま

ず誰かが系統の確保をして、それを落札した人がもしそれと違う人であったら承継をする

と、こういう仕組みになってございます。そのときに、どういう条件で系統を承継するの

かということを決めておかないと、公募の札入れができないと、こういうことでございま

して、ここの下にありますように、承継が客観的に見て公平な状況に基づいて行われるこ
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とを担保することが重要だという観点から、本日は具体案の提示までは至っていませんが、

今後、本委員会においてご議論いただくこととしたいと考えてございまして、こういった

考え方について、まずご議論いただけたらというふうに思ってございます。 

 最後、37ページ目でございます。そこに伴いますというか、今後の系統の確保の主体の

あり方についてでございます。先ほど来、申し上げているように、今の体系は、主に落札

するかどうかわからない事業者の方が、まず確保をし、それを承継するということを前提

にした制度として動き始めてございます。ただ、そうしますと、ここの下にあるように、

事業者が獲得した系統枠の規模に依存した促進区域の指定になるとか、重複して確保して

しまうおそれがあるとか、そういったもの、もっと根本的に言えば、落札できなかった事

業者の承継がなかなか難しいといったような、そもそもそういう事業者が承継されるよう

なものをとりにいかなくなってくると。こういったような問題点がありまして、この合同

会議におきましても、将来的には、あらかじめ国で系統を確保するといった方策を検討す

るべきであるといったような意見もいただき、その合同会議の所掌を超えていますので、

本委員会にてご議論をいただきたいという、こういうことでございます。 

 下の矢印の下に書いてございますけれども、こういった課題認識を踏まえまして、別の

系統を議論しています、脱炭素に向けた、電力レジリエンス小委員会を連携しつつ、他の

電源との公平性も留意しながら、区域指定とも整合的な形で、必要な系統量をあらかじめ

確保することが可能な仕組みへ移行することを検討してはどうかと。あらかじめ国などが

確保することが可能な仕組みへ移行することを検討してはどうかと。その際、規律も必要

だということ。さらには、既存の系統容量が不足している場合には、洋上風力のポテンシ

ャルを踏まえたプッシュ型の系統形成のあり方についても、引き続き議論を進めるという

ことが必要ではないかということでございまして、この２つの考え方についてご審議いた

だければと考えてございます。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 どうもありがとうございました。当面の対応ということで、２点ですね。 

 １つは、昨年、この委員会で相当議論して決めた未稼働案件への対応ですけれども、年

度が進みましたので、2015年度案件に対する対応、2015年度認定案件に対する対応という

のを決めないといけない。もうかなり具体的に提案が出ている。 

 ２番目は、これも去年、臨時国会で成立した一般海域における再エネ利用に関するルー

ルが決まりましたので、それを受けて、洋上風力促進ワーキンググループでの議論があっ

たのが紹介されて、特に当面、系統確保のあり方について、こういう論点がありますよと

いうことを紹介されて、今後、議論しますから覚悟してくださいねというような感じであ

ります。したがって、前半のほうは決めていただきたいですね。後半はご意見をいただき

たいと思っています。両方まとめて議論しないとちょっと時間の管理ができないので、両

点をまとめて議論していただければと思います。 
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 いつもと同じでございます。発言をご希望の方、ネームプレートを立てていただければ

と思います。 

 じゃ、小野委員からどうぞ。 

○小野委員 

 ありがとうございます。 

 まず、未稼働太陽光への対応につきましては、本日、事務局にご提案いただいた案に賛

成いたします。ぜひ適正コストに適正利潤を加えるというＦＩＴ制度の趣旨を徹底してい

ただければと思います。 

 ２点目の再エネ海域利用法における系統利用の承継につきましても、検討を行っていく

ことに賛成です。加えて、最終ページに記載いただいたように、将来的には、国が必要な

系統を計画的に確保していくことが、リスク低減、ひいては発電コストのさらなる引き下

げにつながると考えます。プッシュ型の系統形成の可能性を含めて、検討を進めることに

賛成いたします。 

 以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございます。 

 では、その後、荻本委員、岩船委員、髙村委員といきたいと思います。 

 荻本委員、お願いします。 

○荻本委員 

 １点目は全面的に賛成であります。 

 ２点目の話は、途中でちょっとフライング的に申し上げた、マスタープランとの関係を

どうするかと。つまり、海域が指定されるということは、きっと電力のマスタープランと

は違うシナリオでやってくると。これに向かって、その系統を国が確保する、または国が

サポートして確保するというのは、今度はその電源計画、またはネットワーク計画のもの

になってくると。ですから、どうやってこれを整合させるかというのは、それなりに難し

い問題だと思います。 

 我々、せっかくマスタープランという非常に高尚な、かつ必要なものを考えたと思いま

すので、これとどう組み合わせるかというのが重大な条件になると思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 岩船委員、お願いします。 

○岩船委員 

 私も１件目に関しては、そのように進めていただきたいと思います。ただ、まだ今の時

点では間に合っていないと思うんですけれども、13ページにある、2012年～14年度の認定

の対応の部分ですけれども、一生懸命決めた結果、未稼働のうちどのぐらい対応できたの

か、定量的に内訳を今度示していただけたらと思いました。 
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 ２点目のほうは、実はマスタープランのことで、私も荻本委員と同じようなことが言い

たかったので、省きます。 

 以上です。 

○山地委員長 

 髙村委員、お願いします。 

○髙村委員 

 ありがとうございます。 

 まず、未稼働案件の件ですけれども、原則は賛成です。基本的に賛成なんですが、昨年

の、やはりここで決めた後の経緯からしたときに、適用除外を適切に入れていただいたよ

うに、少なくとも１つ、私が考えた上では、１つは慎重に状況を踏まえて判断していただ

きたいのが、条例アセス対象案件です。規模が大きくて特定ができると思いますので、逆

に事務局なりあるいはＪＰＥＡさんにどれぐらいそういうのがあるのかというのは聞きた

いところなんですが、少なくとも適切にその条例に従ったアセスメントをしている事業者

が、昨年決めたとはいっても、手続が進行していたものについて不利益が遡及的に生じな

いように配慮はしていただきたいと思います。ですので、反対はしませんけれども、そこ

の取り扱いだけ慎重にお願いをしたいということです。 

 ２つ目ですけれども、洋上風力のほうですけれども、スライドの35にありますように、

やはり欧州の例で書いていただいていますが、年間どれだけきちんと入れていくかという、

年次、毎年着実、継続的な導入の見通しを明確に示すという、このワーキングの議論は大

変いい議論をしていただいているというふうに思いました。 

 そういう方向で運用を進めていただきたいと思うんですが、スライドの37のところでご

提示をいただいているところについては、小野委員が適切に言ってくださいましたけれど

も、将来的には、これは洋上風力法が後で通ったことで起きている、一定の移行的な措置

だというふうに位置づけ、将来的には、やはり国がきちんとあらかじめ、この指定区域に

ついての系統を確保するという方策を検討すべきだと思います。別の委員会だと思います

けれども、連携してお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 次、この後、辰巳委員、長山委員、それから新川委員、松村委員、それとオブザーバー

岡本さん、こういう順番で行きたいと思います。 

 辰巳委員、お願いします。 

○辰巳委員 

 すみません、挙げてしまったので一応言いますけれども、今私が言いたかったことは岩

船委員も髙村委員もおっしゃってくださって、まさに前半の審議の決定に関して、去年の

ことをきちんと反省して、取り込んだ上で検討していただきたい。それだけです。 

 後半部分に関しては賛成です。よろしく。 
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○山地委員長 

 長山委員、お願いします。 

○長山委員 

 系統確保に関してだけなんですけれども、36ページと37ページのことは、フェーズ３つ

に分かれていることを言っていて、36ページのほうは、例えば東北の募集プロセス等で、

既に接続を確保した人に対して、その人たちが１回放棄して、もう一回、落札した人に承

継するということだったと思うんですね。それは36ページで言っていて、37ページの下か

ら２行目より上のところは、それは１回、国が確保しているということで、この２個はど

っちも新しい投資をしないということを言っていらっしゃると思うんですね。 

 最後に、フェーズ３として、その上でという、最後の２行のところが新規投資で、これ

はマスタープランに関係してくるんじゃないかというふうに思います。 

 このフェーズ１の36ページのところは、相対で承継するので、その辺の透明性をどうす

るのかというのがポイントではないかと思います。それをちゃんとしないと、次の37ペー

ジの上のところに行かないので、37ページの相対で承継するのを、いかにクリアに、透明

にするかがポイントではないかと思います。 

 あとすみません。３点目なんですけれども、賦課金を減らせるという方向も多分あって、

４ページ目のところにあると思うんですが、非化石証書の市場が全然動いていないんです

けれども、あれをちょっと動かしていただいて、賦課金の負担を減らすという意味からは、

中間値だけではなくて、企業別とかグループ別に、44％達成を求めるような方向にもしな

いと、いつまでたっても市場が活性化しないで、落札率0.03％ですか、そういうふうな段

階になっていると思うので、そこら辺のところも見ていただければと思います。 

 以上です。 

○山地委員長 

 非化石証書の話は、また別途対応だと思いますが。 

 新川委員、お願いします。 

○新川委員 

 大体皆さんと同じですけれども、１点目の2015年案件は、結局、前回のケースは、この

17ページにあるとおり、２段階に一応したわけですよね。つまり、後半のサイドで、条例

アセスだとか特殊事情にあるものは、さらにもう一段階の猶予を設ける方式になっている

んですけれども、先ほど髙村先生がおっしゃったとおり、条例に基づく環境アセスメント

対象案件といった特殊なものがあるのかどうなのかというのは、一応見た上で、それにつ

いては昨年から準備していれば、十分なノーティスのピリオドがあるだろうから、対応で

きているというふうに言える実態があるのであれば、去年はこういった特殊な２段階方式

になっていますけれども、今回は一段階で対応するということでよいのではないかと思い

ます。ただ一応確認はしたほうがいいんじゃないかなと思うんです。じゃないと不公平な

ことが発生すると思うんですよね、昨年の人と今年の人の間で。と思いました。 
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 ２点目のほうにつきましては、私も、方向としては、ここでご提案されているとおりで

いいのではないかと思い、検討していったらいいと思うんですけれども、そもそも今の制

度というのは、結局、誰かが系統を、例えば新しい海域の洋上風力発電をやりたいと思っ

て、先に自分たちが選ばれるかどうかわからないけれども、系統確保はできてしまうとい

う制度になっているわけで、それでもし譲渡するかどうかが、そのとった事業者の裁量に

多分委ねられていて、譲渡するときは、譲渡するという意向、よくわからないのが、35ペ

ージのところですけれども、譲渡を希望するときはと書いてあるんですけれども、譲渡を

希望しない自由というのも残っていて、でも譲渡を希望しないと、結局、そのとった系統

って無駄に終わってしまうようにも見えて、この点が今の制度ではどうなっているのかと

いうのがわからなかったので、もし譲渡を希望しないということを選択したときに、現行

の制度のもとだと、確保した系統ってどうなってしまうのかなというのを教えていただけ

ればと思いました。促進地域指定基準という中の４号というのがこういうふうに入ってい

る以上は、これを指定をする際に、国サイドで系統のところを確保して、最終的に落札し

た人がそこを使えるというふうにしたほうが、ずっと効率はいい制度だと思いますので、

そっちの方向で制度をつくっていくということ自体は賛成です。 

○山地委員長 

 松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 最初の問題も、２番目の問題も、事務局の提案どおりでもっともだと思います。ぜひこ

の方向で進めていただきたい。 

 ２番目の問題の、まず譲渡の件ですが、これはそもそもそれが苦戦するようなところは

指定しちゃいけないし、そうなっていると思います。それから風力事業者も、今まで先着

優先という考え方に毒されていた既得権益にたいしてずっと批判されてこられていたと思

うので、自分たちが既得権をもったとたんに高い価格を吹っかけるとか、先着優先の弊害

を拡大することが仮に起こったとすると、ほかの議論もスタックしちゃうことになると思

います。ここはぜひ協力していただいて、透明なルールを定めて、合理的なコストが回収

できるだけに限定して譲渡するルールを定めることが重要だと思いますし、風力事業者も

それには反対されないと期待しています。 

 次に、国があらかじめ容量を押さえる点に関しては、これもぜひ進めていただきたい。

この問題だけじゃなく、いろんな文脈で、国なり、あるいは公的な機関なりが一定の容量

を押さえて、それで合理的な目的に配分する制度はとても重要だと思いますので、できる

だけ速やかに、できるだけ広く使えるようにルールの設計をしていただきたい。特にこれ

も先着優先という考え方に毒された世界で重要。このルール改正された後よりも、直る前

のほうが威力をより発揮すると思いますので、もちろん将来も見つめてですが、のんびり

しないで、できるだけ早く、ルールが設計されることを願っております。 

 以上です。 
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○山地委員長 

 次、岡本さんですけれども、その後、太陽光発電協会の増川様ですが、ここまででよろ

しゅうございますでしょうか。 

 では、岡本さん、お願いします。 

○岡本オブザーバー 

 ありがとうございます。東京電力パワーグリッドの岡本でございます。 

 ２つあって、前半の話は、事務局からご提案があったとおりということで、私ども2015

年度ですと、受け付けさせていただいた連系の申し込みって、低圧だと4,800あって、あ

と16年度で１万件ございます。これから非常にその中で未稼働のものをやってまいります

ので、エネ庁さんのご指導をいただきながら、円滑にこれを決めていただきましたら、進

めていきたいと思っておりますので、ここを事業者様への周知も含めて、円滑に進めさせ

ていただくということで、ぜひそこのご指導をお願いしたいというのが１点です。 

 ２点目についても、これは皆様から今お話があったとおりで、私自身、ここに書かれて

いる論点とか、やらなきゃいけないことって、そのとおりだと思います。 

 ただ、１点申し上げたいと思ったのは、37ページの一番下のところに、「既存の系統容

量が不足している場合には、洋上風力発電のポテンシャルを踏まえた「プッシュ型」の系

統形成の在り方について、議論を進めていくことが必要」とあって、先ほどの松村先生の

ご発言ともちょっと関係すると思うんですけれども、これは別に洋上風力に限った話では

なくて、全ての電源の系統利用について、発電とネットワークコストの最小化ということ

をやはり基本に考えていかなきゃいけないので、当然、プッシュ型で、場合によると投資

が出てくるということになりますけれども、まず既存の系統容量というのは、どんな場合

に不足するのかというのは、やはり評価、分析して、例えばコネクト＆マネージみたいな

ことで、最大限に活用するということをやって、その上で費用対便益を分析して、効果が

見込まれるものについて効率的に投資をしていくというのが、ある種のプッシュ型でない

と、やみくもにつくりにいくということではないということ。それからあと、既存をしっ

かり使うということは、これは全ての系統利用者様の系統利用について、ひとしく同じよ

うな考えではないかなと思っておりましたので、ここの議論を進めるというのは、洋上風

力に限らず、全体として進めていただきたいというのが一つです。 

 あと、承継の話もありまして、これも松村先生のご発言とも関係します。これ実は１点

目の論点も、基本的には未稼働というのはもちろんある、買い取り価格を決めているとい

う時点での課題もありますけれども、もう一点は、やはり系統容量を押さえられていると

いうことがあって、後続の方がその待ち行列に入ってしまうということがあるので、やは

りこれは既存の系統利用を最適化するという中に、どういうふうにその系統容量を、これ

は現状、発電しようとすると系統容量を押さえなきゃいけないから、皆さん、当然押さえ

ようとされるんですけれども、アロケーションのあり方というのは合理的にやらないと、

何か数字だけが積み上がるんですけれども、実際はそんなにニーズがないかもしれないと
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いうことになりまして、その分お待たせすることになったり、あるいは本当は増強しなく

てもいいものが、何か数字を増強するような形になってしまうというのがあると思ってお

りますので、ここも１点目の論点ともかかわりますし、承継ということもしっかりやって

いただきたいと思うんですけれども、やはり系統の利用のルールの中で、既存の系統の容

量を合理的に割り当てるという仕組みの検討をぜひお願いしたいと思います。 

 私からは以上です。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 では、増川さん、お願いします。 

○増川オブザーバー 

 ありがとうございます。太陽光発電協会でございます。 

 ２点ございまして、１点目は、未稼働案件への対応のところで、髙村委員からご指摘が

あった、条例アセスへの配慮以外に、私どもから特に申し述べることは一切ございません。 

 もう一点、すみません、先ほど荻本委員からのご質問で、大変重要なことを、私、答え

るのを忘れておりました。それを１点だけ。 

 それはＯ＆Ｍのコストを削減しなきゃいけないというのは当然なんですけれども、実は

本当の課題は、そのＯ＆Ｍは余りコスト、お金をかけていない事業者、中小の事業者が多

いということが本当の課題でございまして、そういった事業者にどうやってＯ＆Ｍをしっ

かりやっていただいて、20年たっても、30年、40年稼働するように、長期安定稼働に持っ

ていくかというのが、我々は課題だと思っております。そのために、我々事業者としても

取り組んでまいりますけれども、何らかの支援策もぜひお願いできればありがたいと。 

 以上でございます。 

○山地委員長 

 では、後半の議題は、このあたりでよろしゅうございますか。 

 最初の、要するに未稼働案件対応については、おおむねほぼ全員異論なしですけれども、

髙村委員から少し慎重にというのがあって、これは事務局、何かお答えはございますか。 

○山崎新エネルギー課長 

 いろいろご指摘ありがとうございます。 

 一応事務局から１点だけ申し上げておきますと、もともと未稼働の去年のご議論をいた

だいたときもそうですが、例えば2015年度案件からすると、現在もう４年経過をしている

わけでございます。４年経過をしているとすれば、その当初から環境アセスを普通に始め

ていれば、本来、十分に間に合う時期であると。こういうことがまずそもそもの前提にな

ってございます。去年の場合もその原則はそうであったんですが、その制度を発表してか

ら施行するまでのタイミングが若干短かったこともあって、不公平というご指摘は大変理

解はできるところであるんですが、何との不公平かを見る観点で、もともと当初の認定時

から始めていれば間に合ったというところの原則に立ち返ると、発表時期が短かった、施
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行日まで短かったというところで例外を設けた。丁寧に言うと、条例アセスについては猶

予措置を設けたということなんですが、この2015年度案件においては、十分な時間が与え

られているので、そういった措置を設ける必要がないというのが、事務局の案になってい

るというところでございます。 

○山地委員長 

 今の事務局対応も含めまして、何か最終的に追加ご発言。 

 髙村委員、どうぞ。 

○髙村委員 

 基本的にご提案を反対する趣旨ではないんですけれども、15年度、通常の条例アセスの

案件ですと、平均で３年弱ぐらいかかっているというふうに思いますので、そういう意味

で平均ですので、地方自治体の条例のアセスの実態を踏まえて、ご判断を慎重にしていた

だきたいということであります。多くの案件があるとは思っておりません。特定もできる

と思っていますので、そういう意味で慎重に進めていただきたいという趣旨として申し上

げたいと思います。 

○山地委員長 

 ありがとうございました。 

 後半の議題、ちょっと時間をせっつきましたけれども、非常に有意義な議論ができたん

じゃないかと思います。 

 これは対応というのがありますから、少しまとめておきたいんですけれども、最初の未

稼働案件、2015年度認定分の対応ですけれども、未稼働案件の対応というのは、国民負担

の観点から非常に大きな意味を持つものですから、重要な論点だと思います。先ほど説明

があったように、昨年10月のところで、2014年度までの認定案件について具体的な対応を

決めたんだけれども、パブコメ等があって、少し当初案を修正したと。だけれども、今回、

2015年度の認定案件については、昨年の時点で既にもう具体的にどうやるか、施行期日を

公表しているということなので、新川委員からの発言もあった。予定どおり、適用除外と

か猶予を設けずに実施するというのが事務局案で、事務局案に、今、議論があったところ

ですと、大きな異論はなかったというふうに考えていいかと思います。 

 したがって、事務局案はパブリックコメントなどの必要な手続を進めて、速やかに具体

化していただきたい。 

 後半のほうは、今後議論ということですけれども、しかし、前半のところのヒアリング

がございましたけれども、洋上風力は非常に大事なところで、その海域利用について。だ

けど系統確保の問題があるというわけですよね。そこで法律の制定を受けて、洋上風力促

進ワーキンググループで取りまとめた内容を、今日は時間がなかったから余り説明できま

せんでしたけれども、資料をちょっとお読みいただければと思います。 

 それでまとめられた取り組みを進めていただきたいということですけれども、まずやら

なきゃいけないのが、これは順番がありますよと。長山さんがおっしゃったのかな。既に
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確保されている系統に関する契約が、これをどうやって承継されるか。そこに公平性の問

題があるわけですね。まずこれで対応すると。その次のフェーズで、区域指定というのを

やるわけですが、それと整合的な形で必要な系統容量はあらかじめ確保する。その確保に

おいて、ある意味、国が出てくるべきじゃないかと、そういう意見もあったという紹介が

あったところで、ここはほかの委員会、私も無関係じゃなさそうなんですが、そことも連

携しながら、本日いただいたコメントを踏まえて検討を進めていくと。そんなところかな

と思います。 

 よろしゅうございますでしょうか。 

○山崎新エネルギー課長 

 １点だけ。すみません、新川委員から、あと松村委員からもご質問とご意見をいただき

ましたけれども、譲渡の意向を示していない場合については、実は制度上、譲渡の意向が

ないところについては促進区域に指定できないという、そういう運用をすると。すなわち

促進区域の指定の前に、当該その系統を押さえている事業者に対して、譲渡の意向がある

かどうかを確認して、譲渡の意向がない場合はそこは促進区域に指定できないと、こうい

うことになります。 

○新川委員 

 その地域にいる人は、みんな一緒にだめになるということですか。 

○山崎新エネルギー課長 

 その系統を前提にした、確保された系統を前提にした、促進区域の指定ができないとい

うことになります。 

 だだ、洋上の場合は陸上とちょっと違いまして、この１つの変電所に対して、どこでで

きるのかということに対する尤度が高いというか、洋上からケーブルで引いてきて、どこ

で陸揚げをして、どこにつながるのかということに対する若干の尤度があるものですから、

電源線を長くすれば、そういう意味では結構広くできるとか、そういったような尤度もあ

ったりしまして、ただ、基本的にはその近くのこの区域を前提として、この系統が確保さ

れていて、その譲渡の意向があったら、そこは促進区域の指定の一つの条件になるという

運用をするということが、この合同会議の中で議論をされた運用でございます。 

○山地委員長 

 この問題に関しては、本委員会もそうですけれども、ほかの委員会でもまた、今後議論

されていくということでございます。 

 もう３時間も長いんですけれども、既にそれをさらに30分近くオーバーしておりますの

で、このあたりでと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 本当に長い時間、ありがとうございました。 

 それで、次回の議論の進め方ですけれども、事務局には改めて個別に論点をまとめてい

ただきつつ、また、それから、今日は国内の関係団体からヒアリングですけれども、海外

の制度の動向についても、有識者からヒアリングをさせていただきながら議論を進めたい
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ということでございます。 

 次回開催について、事務局からお願いいたします。 

○山崎新エネルギー課長 

 次回の委員会につきましては、日程を調整させていただきまして、決まり次第、お知ら

せし、ホームページ等で公表したいと思います。 

○山地委員長 

 以上で閉会でございます。 

 本当に長い間、どうもありがとうございました。 
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